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第１節  児童人口  
 

（１）年次別出生数等 

  

区分 

 

 

 年 

出 生 数（人） 
合計特殊出生率  

（出  生 率）  

小千谷市 新 潟 県 全  国 小千谷市 新 潟 県 全  国 

平成２５ ２６５ １７，０６６ １,０２９,８１７ 
１.６０ 

(７.１) 

１.４４ 

(７.４) 

１.４３ 

(８.２) 

平成２６ ２４８ １６，４８０ １,００３,６０９ 
１.６０ 

(６.７) 

１.４３ 

(７.２) 

１.４２ 

(８.０) 

平成２７ ２３５ １６，３４０ １,００５,７２１ 
１.４４ 

(６.４) 

１.４４ 

(７.１) 

１.４５ 

(８.０) 

平成２８ ２２０ １５，７３７ ９７７,２４２ 
１.４２ 

(６.１) 

１.４３ 

(６.９) 

１.４４ 

(７.８) 

平成２９ ２０２ １４，９６７ ９４６,１４６ 
１.４０ 

(５.７) 

１.４１ 

(６.６) 

１.４３ 

(７.６) 

平成３０ ２３０ １４，５０９ ９１８,４００ 
１.６７ 

(６.５) 

１.４１ 

(６.５) 

１.４２ 

(７.４) 

令和 元 ２１１ １３，６４０ ８６５,２３９ 
１.６６ 

(６.１) 

１.３８ 

(６.２) 

１.３６ 

(７.０) 

令和 ２ １７６ １２，９８１ ８４０,８３５ 
１.３６ 

（５.２） 

１.３３ 

（５.９） 

１.３３ 

（６.８） 

令和 ３ １７７ １２，６０８ ８１１,６２２ 
１．４２ 

（５．３） 

１．３２ 

（５．８） 

１．３０ 

（６．６） 

令和 ４ １７４ １１，７３２ ７７０,７５９ 
１.４４ 

(５.２) 

１.２７ 

(５.５) 

１.２６ 

(６.３) 

（資料：人口動態統計・県福祉保健年報） 

 

合計特殊出生率の推移
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※合計特殊出生率 １５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、ひとりの女性

が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むとした場合の平均の子どもの数  
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（２）地区別就学前児童数の推移 

                           （各年４月１日現在／単位：人） 

年 度 

地 区 
令和 ２ 令和 ３ 令和 ４ 令和 ５ 令和 ６ 

西小千谷 １８１ １６０ １６３ １７２ １５６ 

東小千谷 ２０３ ２０６ １９４ １９２ １８２ 

山  辺 ３７ ３６ ２６ ３１ ２５ 

吉  谷 ２９ ２９ ２９ ２９ ２５ 

城  川 ４２８ ３８８ ３８４ ３４９ ３２９ 

千  田 １８１ １７６ １７２ １５８ １３４ 

川  井 １５ １３ １１ １１ １１ 

東  山 １５ １７ １５ １８ １３ 

岩  沢 １９ １４ １３ １３ １４ 

真  人 ３０ ２１ １９ １３ １６ 

高梨・五辺 ２３ ２４ １６ ２０ ２０ 

片  貝 １３６ １３９ １３５ １２７ １２５ 

合  計 １,２９７ １,２２３ １,１７７ １,１３３ １,０５０ 

 

第２節 保育の現状 
 

（１）保育施設等への入園状況 

市内には、認可保育園９園、認定こども園３園が設置されています。核家族化、共働き家庭の増加に

よる低年齢児の入園が増加しています。認可保育園の岩沢保育園真人分園は、令和３年度末をもって閉

園しました。 

（各年度４月１日現在） 

年  度  

区  分 
令和 ２ 令和 ３ 令和 ４ 令和 ５ 令和 ６ 

（市   立） 

認可保育園 

施 設 数   ９   ９   ９   ９   ９ 

定  員(人) ８５０ ８４６ ８４６ ８４６ ８４６ 

入園児童(人) ６２６ ６１１ ５９８ ５７８ ５３５ 

（市   立） 

小規模保育園 

施 設 数 

令和２年度

は休園 
令和３年度末で閉園 定  員(人) 

入園児童(人) 

（私   立）

認定こども園 

施 設 数 ３ ３ ３ ３ ３ 

定  員(人) ５２２ ５２２ ５２２ ５２２ ５２２ 

入園児童(人) ３６８ ３４３ ３３５ ３６５ ３２３ 

広域入所※ 入園児童(人) ７ ７ ６ １ ５ 

合   計 

施 設 数 １２ １２ １２ １２ １２ 

定  員(人) １,３７２ １,３６８ １,３６８ １,３６８ １,３６８ 

入園児童(人) １,００１ ９６１ ９３９ ９４４ ８５８ 

就学前児童入園率（％） ７７．２ ７８．６ ７９．８ ８３．３ ８１.７ 

※市外の保育施設等への入所  
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（２）施設別入園状況 

         （令和６年４月１日現在：広域入所受託含む） 

区 

分 
施 設 名 

定 員 

（人） 

年 齢 別 入 園 児 童（人） 
充足率 

（%） 
０ 歳児 １ 歳児 ２ 歳児 

未満児

計 
３ 歳児 ４ 歳児 ５歳児 

以上児

計 
計（人） 

認  

可 

保 

育 

園 

西 保 育 園 ８８ ３ １０ １３ ２６ ７ １０ １４ ３１ ５７ ６４.８ 

東 保 育 園 ５６ ２ ８ ７ １７ ８ １０ １０ ２８ ４５ ８０.３ 

南 保 育 園 ９１ ３ ６ ６ １５ １０ １３ １２ ３５ ５０ ５４.９ 

吉谷保育園 ６８ ０ ２ ４ ６ ４ ３ ７ １４ ２０ ２９.４ 

北 保 育 園 ７０ １ ８ ８ １７ １１ ９ １４ ３４ ５１ ７２.９ 

片貝保育園 １３４ ０ １２ １８ ３０ ２６ ２３ ３０ ７９ １０９ ８１.３ 

岩沢保育園 ６６ ０ ４ ６ １０ ７ ６ １４ ２７ ３７ ５６.１ 

すみれ保育園 １８０ ０ １７ １７ ３４ ２０ ３６ ２０ ７６ １１０ ６１.１ 

わかば保育園 ９３ ２ １２ １０ ２４ １１ １３ １１ ３５ ５９ ６３.４ 

計   ９ か 所 ８４６ １１ ７９ ８９ １７９ １０４ １２３ １３２ ３５９ ５３８ ６３.６ 

認 

定 

こ 

ど 

も 

園 

小千谷幼稚園 ２２０ ４ １３ ２６ ４３ ２３ ３５ ３３ ９１ １３４ ６０.９ 

つくし幼稚園 １１７ ０ ９ １９ ２８ １６ ２３ ２２ ６１ ８９ ７６.１ 

ひ ば り 認 定 

こ ど も 園 
１８５ ４ １５ １８ ３７ ２５ １８ ２８ ７１ １０８ ５８.４ 

計 ３ か 所    ５２２ ８ ３７ ６３ １０８ ６４ ７６ ８３ ２２３ ３３１ ６３.４ 

合 計 １２ か 所 １，３６８ １９ １１６ １５２ ２８７ １６８ １９９ ２１５ ５８２ ８６９ ６３.５ 

（ 再 掲 ） 

広域入所受託※ － ０ １ ３ ４ ４ １ ２ ７ １１ －  

※市外に住所のある児童の入所 

 

（３）保育料徴収基準額表 

 保育園、認定こども園を利用する場合は、教育・保育の必要性に応じた給付認定が必要です。 

認定区分は下記の区分となり、区分によって利用料が決まっています。令和元年 10月 1日より、 

教育・保育の無償化を実施しています。 

①３つの認定区分 

・１号認定：満３歳以上で、教育を希望する場合 

・２号認定：満３歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 

・３号認定：満３歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 

 

②保育料等 

【１号認定】 利用料 ０円 

給食費は実費徴収。ただし、「年収３６０万円未満相当世帯の子」と「第３子以降の子（※）」は副

食分の給食費が免除。 

  ※小学３年生以下の範囲で長子からカウントし、在園している児童が３人目以降であれば免除対象。 
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【２・３号認定】 

〇３歳以上児（年少～年長）の保育料 ０円  

給食費は実費徴収。ただし、「年収３６０万円未満相当世帯の子」と「第３子以降の子（※）」は副食

分の給食費が免除。 

※同一世帯で、保育園、認定こども園等に３人以上入園している場合、３人目以降が免除対象。 

 

〇３歳未満児の保育料                        （令和６年４月１日現在） 

階層区分 
保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

A階層 生活保護世帯 0円 0円 

B階層 
市町村民税非課税世帯 0円 0円 

 ひとり親世帯等 0円 0円 

C階層 
所得割課税額 48,600円未満 13,000円(6,500円) 12,700円(6,350円) 

 ひとり親世帯等 4,500円(0円) 4,400円(0円) 

D1階層 
所得割課税額 57,700円未満 21,000円(10,500円) 20,600円(10,300円) 

 ひとり親世帯等 4,500円(0円) 4,400円(0円) 

D2階層 
所得割課税額 77,101円未満 21,000円(10,500円) 20,600円(10,300円) 

 ひとり親世帯等 4,500円(0円) 4,400円(0円) 

D3階層 所得割課税額 97,000円未満 21,000円(10,500円) 20,600円(10,300円) 

E階層 所得割課税額 169,000円未満 34,000円(17,000円) 33,400円(16,700円) 

F階層 所得割課税額 301,000円未満 42,500円(21,250円) 41,700円(20,850円) 

G階層 所得割課税額 397,000円未満 47,000円(23,500円) 46,200円(23,100円) 

H階層 所得割課税額 397,000円以上 61,000円(30,500円) 59,900円(29,950円) 

 １ 同一世帯の児童が保育園、認定こども園等に２人以上入園している場合の保育料は、２人目は

（ ）内の額を適用し、３人目以降は無料とする。 

 ２ 「ひとり親世帯等」とは、母子世帯、父子世帯及び障がい児（者）のいる世帯をいう。 

 ３ ひとり親世帯等のうち C～D2階層の世帯、ひとり親世帯等以外の世帯のうち B～D1階層の世帯に

ついては、児童の年齢に関わらず、生計を一にしている児童のうち最も年長の児童から順に数えて、

２人目は（ ）の額を適用し、３人目以降は無料とする。 

 

 

（４）特別保育事業実施状況 

市立認可保育園では、保育活動に地域活動事業を取り入れたり、延長保育や一時保育及び障がい（疑

い）のある児童の受け入れを行っています。 

 

①地域活動事業 

●世代間交流事業 

地域に開かれた保育園として、高齢者との世代間ふれあい活動を推進し、季節の行事や手作り 

おもちゃなどの共同製作作業等を通じ、園児の心を育てるものです。また、中学生の職場体験学

習等の受け入れも行っています。  

＊主な行事内容  ・お花見会・いも苗植え・手作りおもちゃの製作・お祭りごっこ 

          ・特別養護老人ホーム等訪問・伝承遊び楽しみ会・収穫祭 など 

●子育て家庭への育児講座 

園児の保護者及び地域の乳幼児をもつ保護者に対して、育児相談や育児講座を開設しています。 
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●異年齢児交流事業 

地域における異年齢児の交流が少なくなりつつある中で、園児と地域の未入園児や児童との交

流の場を設けています。 

 

②延長保育 

通常の保育時間（午前８時から午後４時）のほか、保護者の就労形態等による保育ニーズの多様 

化により、午前７時１５分から午前８時までと午後４時から午後７時（土曜日は正午から午後１時）

まで、保育時間を延長しています。また、南保育園では、土曜日は午後１時から午後６時までの延

長保育も実施しています。 

 

＊実施園  市立認可保育園全園 

                                    

区分 

年度 

保育短時間認定 保育標準時間認定 

午前 7時 15分 

～ 

午前 7時 30分 

午後 4時 00分 

～ 

午後 7時 00分 

午前 7時 15分 

～ 

午前 7時 30分 

午後 6時 30分 

～ 

午後 7時 00分 

令和 元    ０件  ６７８件   ４７４件   ５８６件 

令和 ２    １件  ５６１件   ９８０件   ３７９件 

令和 ３    １件  ３９１件 １，２８９件   ２８２件 

令和 ４    １件  ４７１件   ４３８件   ４７６件 

令和 ５    ２件  ６６０件 １，２６０件   ６９１件 

 

③一時保育 

保護者の一時的な就労や傷病などにより、一時的に保育を必要とする児童を受け入れています。 

＊実施園  市立認可保育園全園 

    事業                     

年度 
一時保育 

令和 元 ５１３件 

令和 ２ ４２２件 

令和 ３ ４７７件 

令和 ４ ３８０件 

令和 ５ ３８８件 

 

④障がい（疑い）のある児童の受け入れ状況（市立認可保育園・小規模保育園）  

  障がい（疑い）のある児童や発達に心配のある児童を受け入れています。 

＊実施園 市立認可保育園全園（各年度４月１日現在／単位：人） 

    人数                     

年度 
児童数 

う ち 特 児 認 定

児 童 数  

令和 ２ ７９ ５ 

令和 ３ ７８ ６ 

令和 ４ ９６ ５ 

令和 ５ ９８ ５ 

令和 ６ １０３ ５ 
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（５）保育園施設状況 

地域別の児童数、保育園・認定こども園の施設状況の動向を見ながら保育園の適正配置を図る一方、

施設の安全性を確保し、保育環境の改善に努めています。 

 

【 認可保育園設置状況 】                     （令和６年４月１日現在） 

施  設  名  

開  設  

 

年  度  

現施設  

建  築  

年  度  

 

建物構造延面積  

（㎡） 

 

敷地面積  

（㎡） 

 

定  員  

（人） 

西保育園 昭２５  昭５０  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造二階建  689 ２,４６５ ８８ 

東保育園 昭２７  昭５６  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建  472 

２,１８５ 
※借地 68㎡ 

 含む 

 

５６ 

南保育園 昭２８  昭５４  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造二階建  777 ２,３６８ ９１ 

吉谷保育園 昭２９  昭５３  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建  540 
２,２９５ 

※借地 400㎡ 

 含む 
６８ 

北保育園 昭５０  昭４９  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造二階建  539 １,２０４ ７０ 

片貝保育園 昭５２  昭５１  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造二階建 1,201 ４,８９１ １３４ 

岩沢保育園 昭５２  昭５５  鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建  538 
２,９５８ 

※借地 1,017㎡ 

 含む 
６６ 

すみれ保育園 昭６０  昭５９  
鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造  

・一部鉄骨造平屋建 1,023 
５,３４９ １８０ 

わかば保育園 昭６０  昭５９  
鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造  

・一部鉄骨造二階建  589 
４,０６９ ９３ 

 

 

第３節 児童遊園 
 

児童遊園は、児童の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした施設です。 
 

【 児童遊園設置状況 】                      （令和６年４月１日現在） 

名  称 所  在  地 開 設 年 度  敷地面積（㎡） 

仲よし児童遊園 小千谷市元町９３７番地１ 昭和３３  （借地）１,０９１ 

上ノ山児童遊園 小千谷市上ノ山２丁目２０１０番地１１ 昭和５４  （借地） ９２３ 
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第４節 病児病後児保育室 
 

 小千谷市健康・こどもプラザ「あすえ～る」内にある病児病後児保育室では、病気やケガにより集団

生活が困難で、保護者の就労等により家庭で保育ができない児童をお預かりし、一時的に保育を行って

います。 

 

【 病児病後児保育室利用状況（令和２年１月開設）】 （単位：人） 

    人 数 

年 度 
利用者延べ数（実人数） 登録者数 

令和 元 ２（ １）  ２７ 

令和 ２ １８（ ６） ５５ 

令和 ３ ３２（１４） ５９ 

令和 ４  １０６（１７） ４４ 

令和 ５  １４２（４７） １２６ 

 

 

 

第５節 地域子育て支援拠点「わんパーク」 
 

 小千谷市健康・こどもプラザ「あすえ～る」内にある地域子育て支援拠点「わんパーク」は、ふれあ

いや交流の場として、子育て相談や情報提供を行い、子育てのお手伝いをする施設です。 

  

【 わんパーク利用状況 】 

  年度 

事業名 

令和元 
（令和 2年１月移転） 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

来館者数 ― 17,066 ― 13,376 ― 13,313 ― 14,812 ― 15,051 

子育て相談 随時 629 随時 734 随時 737 随時 747 随時 793 

子育てなん

でも相談 
11 19 12 35 13 32 13 34 13 28 

乳幼児一時

預かり 
随時 405 随時 400 随時 361 随時 324 随時 436 

子育て講座 11 
178 

(99組) 
4 

38 

(22組) 

8 
(1回 

中止) 

66 

(51組) 
10 

126 

(88組) 
13 

135 

(101組) 

子育てイベ

ント 
27 

1,280 

(585組) 
11 

707 

(336組) 

12 
(1回 

中止) 

464 

(221組) 
14 

699 

(330組) 
13 

647 

(308組) 

す こ や か 

子育て教室 
12 

293 

(158組) 

新型コロナウイルス

感染拡大防止のため

全て中止 
13 

248 

(127組) 
13 

278 

(141組) 
12 

218 

(113組) 

プレイ教室
（療育事業） 

41 
実人数 22 

延べ 663 
48 

実人数 14 

延べ 491 
49 

実人数 12 

延べ 300 
48 

実人数 16 

延べ 282 
48 

実人数 8 

延べ 235 

※プレイ教室(療育事業)延べ人数は入室者の人数。見学者は含まない。 
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第６節 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

 
 小学校に就学しており、昼間保護者が仕事などで家庭にいない児童に対して、放課後や夏休みなどの

長期休業期間を安全かつ健全に過ごせるよう、放課後児童健全育成事業を実施するクラブに運営費の補

助を行っています。    

（各年度５月１日現在登録児童数／単位：人） 

 

クラブ名  
校区 活動場所 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

令和 

６ 

そよかぜ 小千谷 
小千谷小学校 

ふるさと教室・集会室 
１０３ ９３ ９０ ９２ ８４ 

さくら 小千谷 
小千谷小学校 

さくらルーム 
８６ ８６ ７６ ８０ ７０ 

あおぞら 小千谷 市民会館 ６１ ６３ ６１ ５６ ４８ 

おひさま 小千谷 
小千谷小学校 

第一音楽室 
４３ ３７ ４０ ３９ ３９ 

小千谷幼稚園 

学童クラブ 
小千谷 市民会館 ― ― ― ― ３３ 

にこにこカービィ 東小千谷 勤労青少年ホーム ４５ ３１ ２６ １９ ２７ 

中子の森 

元気っ子クラブ 
東小千谷 

健康倶楽部 

中子の森 
２６ ２５ ２９ ３０ ３０ 

みんなのいえ 東小千谷 生地内 ― ２２ ２４ ２６ ２１ 

なかよしキッズ 片貝 片貝小学校 ５２ ４５ ３６ ３３ ４２ 

わんぱくキッズ 千田 千谷センター ５２ ５３ ５１ ５９ ４７ 

いずみキッズ 和泉 
高梨集落開発センター 

（夏休み：和泉小学校） 
３２ ２７ ３１ ２７ ２３ 

よつばキッズ 南 克雪管理センター １７ ２２ ２１ ２１ ２４ 

よっしーキッズ 吉谷 吉谷トレーニングセンター ８ ６ ５ ６ ８ 

合計 ５２５ ５１０ ４９０ ４８８ ４９６ 

※吉谷地区「よっしーキッズ」は長期休業期間のみ実施。その他のクラブは通年及び土曜日実施。 
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第７節 家庭児童相談室 
 

児童の養育に関する諸問題について、相談に応ずるとともに適切な指導と助言をするため、社会福祉

事務所内に相談室を設置し相談員（２名）が平日は毎日相談業務にあたっています。 
 

【 年度別相談種類別受付児童数 】                        （単位：人） 

項 目 

 

年 度 

養 護 相 談 

保健相談 
障がい 

相 談 
非行相談 育成相談 

その他の

相  談 
計 児童虐待

相  談 

その他の

相  談 

平成２５ １３ １７  ４  ９７ ０ １１０   ３ ２４４ 

平成２６  １ ３８  ３  ９１ ０ １０９  ４ ２４６ 

平成２７ １９ ２８  ５ １３２ ０ １００  ０ ２８４ 

平成２８ ３７ １７   ０ １０２ ０  ９１  １ ２４８ 

平成２９ ３６ １２  ４ １１８ ２  ９２ １５ ２７９ 

平成３０ ５１ １６  ８ １２５ ０ １２７ ２３ ３５０ 

令和 元 ３４  ９  ７ １２７ ０ １５８ ２９ ３６４ 

令和 ２ ３７ １５  ４ １１４ ０ １６７ １７ ３５４ 

令和 ３ ２３ １２  ８  ９４ ０ １３４ １８ ２８９ 

令和 ４  ３２ ２０  ７ ８６ ０ １７２ ４７ ３６４ 

令和 ５  ４２ ２９  １２ ８８ ０ ２０２ ４０ ４１３ 

 

 

第８節 ファミリー・サポート・センター 
 

ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を依頼したい方（依頼会員）と、育児の援助を提供

したい方（提供会員）が会員として登録し、地域の子育てを支援する相互援助の会員組織です。保育園・

認定こども園や放課後児童の送迎や預かりなど、さまざまな活動を行っています。 

（各年４月１日～翌年３月３１日） 

項 目 

年 度 
提供会員 依頼会員 両方会員 合  計 活動件数 

平成２６ １３４人 ２４８人 ２２人 ４０４人 ３６４件 

平成２７ １４１人 ２４０人 ２０人 ４０１人 ５３５件 

平成２８ １４５人 ２２１人 ２０人 ３８６人 ４６１件 

平成２９ １５０人 ２０７人 ２１人 ３７８人 １２７件 

平成３０ １５８人 １９３人 １５人 ３６６人 １５４件 

令和 元 １５１人 １８０人 １４人 ３４５人 ２３１件 

令和 ２ １３５人 １５０人 １４人 ２９９人 ３６３件 

令和 ３ １２７人 １２９人 １２人 ２６８人 ３３６件 

令和 ４ １４０人 １５２人 １１人 ３０３人 ４５９件 

令和 ５ １３６人 １３９人 １４人 ２８９人 ３９６件 
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第９節 児童手当 

 

 児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与す

るとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として支給

されています。 

 

①支給対象 

   １５歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童（中学校修了前の児童）を養育してい

る方で、日本国内に住所がある方 

 

 ②支給額 

  支給対象年齢 支給手当月額（１人につき） 

３歳未満 １５，０００円 

３歳から小学校修了前まで（第１子及び第２子） １０，０００円 

３歳から小学校修了前まで（第３子以降） １５，０００円 

小学校修了後から中学校修了前まで １０，０００円 

 

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、一律５，０ 

００円を特例給付として支給します。 

 

③支給月 

   ２月・６月・１０月に、それぞれの前月分までが支給されます。 

 

④所得制限 

  所得制限限度額は、扶養親族等の人数に応じて決まります。 

 （令和６年４月１日現在） 

扶養親族等の数 
所得制限限

度額 
所得上限限度額 扶養親族等の数 

所得制限限

度額 
所得上限限度額 

０人 ６２２万円 ８５８万円 ３人 ７３６万円 ９７２万円 

１人 ６６０万円 ８９６万円 ４人 ７７４万円 １，０１０万円 

２人 ６９８万円 ９３４万円 
５人目以降 

（１人につき） 
上記額に３８万円ずつ加算 

 

⑤支給状況 （６月期・１０月期・２月期支給分） 

支給件数                             （令和５年度／単位： 件） 

被用者 

3歳未満 

非被用者 

3歳未満 

被用者 

小学校修了前 

非被用者 

小学校修了前 

被用者 

中学生 

非被用者 

中学生 
特例給付 合計 

4,763 548 20,002 2,514 8,199 1,382 671 38,079 

 

支給額                               （令和５年度／単位：千円） 

被用者 

3歳未満 

非被用者 

3歳未満 

被用者 

小学校修了前 

非被用者 

小学校修了前 

被用者 

中学生 

非被用者 

中学生 
特例給付 合計 

71,445 8,220 213,820 27,655 81,990 13,820 3,355 420,305 
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第１０節 医療費助成 

 

（１）子ども医療費助成 

疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、保護者の経済的負担軽減を図ることを目的

に療養に要する費用の額から、保険給付等及び一部負担金（医療機関ごとに通院月の初回から４回

目まで：各５３０円、入院：１日１，２００円、訪問看護１回２５０円）を控除した額の助成を行

いました。 

令和５年１０月１日より、一部負担金についても助成を開始し、無償化しています。 

※０歳児で標準負担額減額認定を受けている方は、入院時の食事代の助成も受けられます。 

 区分 

 
年度 

交付金事業 
1 件当たり助成額 

（円) 受給者証 

交付件数 
助成件数 助 成 総 額（円） 

平成３０ 4,956 44,363 73,042,258 1,646 

令和 元 4,823 46,022 73,403,282 1,595 

令和 ２ 4,654 37,011 59,926,227 1,619 

令和 ３ 4,528 40,139 64,406,724 1,605 

令和 ４ 4,373 39,982 66,990,396 1,676 

令和 ５ 4,192 47,235 91,741,597 1,943 

※助成対象 

（H25. 9.1～）通院、入院とも子どもの数に関係なく中学校卒業まで 

（市単は通院：子どもが 2人以内の場合、3歳児から中学校卒業まで、入院：中学校 

入学～中学校卒業まで） 

(H28.4.1～) 県の交付金事業として実施 

(H30.7.1～) 通院、入院とも子どもの数に関係なく高校卒業相当年齢まで 

 

 

（２）未熟児養育医療助成事業 

   発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費（食事療養費

含む）を助成する事業です。 

区分 

年度 
受給者数 

（人） 
助成件数 助 成 総 額（円） 

1 件当たり助成額 

（円） 

平成３０ ４ ９ 834,840 92,760 

令和 元 ４ １５ 1,646,605 109,774 

令和 ２ ８ ２２ 2,048,735 93,124 

令和 ３ ９ １９ 1,876,321 98,754 

令和 ４ ３ ６ 516,369 86,062 

  令和 ５ ３ ８ 861,990 107,749 
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（３）妊産婦医療費助成 

平成３０年７月から低所得世帯の妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、経済的負担

軽減を図るため、母子健康手帳を交付した日から出産した月の翌月末日まで、療養に要する費

用の額から、保険給付等及び一部負担金（医療機関ごとに通院月の初回から４回目まで：各５３０

円、入院：１日１，２００円、訪問看護１回２５０円）を控除した額の助成を行いました。 

令和５年４月から所得要件を撤廃し、助成対象を全ての妊産婦に広げました。併せて、一部負担

金も助成を開始し、さらなる経済的負担軽減を図ります。 

なお、助成金の申請期間は受診の翌月から６ケ月以内となります。 

※標準負担額減額認定を受けている方は、入院時の食事代の助成も受けられます 

区分 

年度 
助成者数 

（人） 
助成件数 助 成 総 額（円） 

1 件当たり助成額 

（円） 

令和 元 １ ３ １５，９３０ ５，３１０ 

令和 ２ ０ ０ ０ ― 

令和 ３ ０ ０ ０ ― 

令和 ４ １ ２ ５０,５８０ ２５,２９０ 

令和 ５ ー ６２１ ２,６５７,４３７ ４,２８０ 

※助成対象 

 （H30.7.1～）市民税非課税又は市民税所得割非課税世帯の妊産婦 

（R5.4.1～） 全ての妊産婦 

 

 

第１１節 ベビー・ファースト運動 

 

 ベビー・ファースト運動は妊産婦や小さな子ども連れの保護者に対する思いやりの運動です。 

 地域や家庭でのあたたかい思いやり行動の推進のほか、市内事業所の協力のもとマタニティ優

先駐車場の設置、ポスターの掲示、受動喫煙の防止などに取り組んでいます。 

  

マタニティ優先駐車場設置数 

 ●令和 元年度 新規なし 

 ●令和 ２年度 新規 １施設 ２か所 

 ●令和 ３年度 新規なし 

 ●令和 ４年度 新規なし 

 ●令和 ５年度 新規なし 

 

平成２０年度からの累計 １６施設２２か所（公共施設設置数含む。） 
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第１節 児童扶養手当 
 

 

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない１８歳に達する日以降の最初の３月３１

日までの間にある児童（児童に障がいがある場合は２０歳未満）を監護している父または母、また父ま

たは母に代わって養育している人に、父子・母子家庭の生活安定と自立促進を通じ児童の健全育成を目

的として手当が支給されています。また、父または母が重度の障がいを有している場合も対象になりま

す。 

（令和６年４月１日現在） 

対 象 者 

次のいずれかに該当する児童を監護・養育する父、母又は養育者 

 

１ 父母が婚姻を解消した児童 

２ 父または母が死亡した児童（父又は母の死亡について支給される公的年金を受け

ることができるときを除く） 

３ 父または母が一定の障がいの状態にある児童 

４ 父または母の生死が明らかでない児童 

５ 父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童 

６ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

７ 父または母が引き続き１年以上刑務所などに拘禁されている児童 

８ 未婚の女性の子で父がいない児童 

９ 棄児などで出生の事情が明らかでない児童 

支 給 額 

 所得により次のいずれかが支給されます 

 

 児童１人の場合   月額４５，５００円又は月額４５，４９０円～１０，７４０円    

 

 児童２人の場合   月額５６，２５０円又は月額５６，２３０円～１６，１２０円    

 

 児童３人以上の場合 児童２人の場合の金額に、６，４５０円又は児童が１人増える 

ごとに、月額６，４４０円～３，２３０円の範囲で加算 

支 給 月  １月、３月、５月、７月、９月、１１月に、２カ月分ずつ支給されます 

（注）所得により支給の制限があります。 

 

 

 

【 理由別支給状況 】                   （各年度３月末現在／単位：件） 

理 由  

年 度 
離 婚 死 別 未 婚 障がい 遺 棄 その他 計 

令和 元 
１６９ 

（８７.６％） 

１ 

（０.５％） 

１５ 

（７.８％） 

２ 

（１.０％） 

１ 

（０.５） 

  ５ 

（２.６％） 

１９３ 

（１００％） 

令和 ２ 
１５６ 

（８７.３％） 

１ 

（０.５%） 

１２ 

（６.７％） 

１ 

（０.５％） 

１ 

（０.５％） 

８ 

（４.５％） 

１７９ 

（１００％） 

令和 ３ 
１６３ 

（８５.４％） 
― 

１８ 

（９.４％） 

１ 

（０.５％） 

１ 

（０.５％） 

８ 

（４.２％） 

１９１ 

（１００％） 

令和 ４ 
１６２ 

（８６．３％） 

１ 

（０.５％） 

１６ 

（８.５％） 

１ 

（０.５％） 

１ 

（０.５％） 

７ 

（３.７％） 

１８８ 

（１００％） 

令和 ５ 
１６５ 

（８８．３％） 

１ 

（０.５％） 

１３ 

（７.０％） 

１ 

（０.５％） 

１ 

（０.５％） 

６ 

（３.２％） 

１８７ 

（１００％） 
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第２節 母子・父子・寡婦福祉資金 
 

 

２０歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母親、父子家庭の父親または児童等に対して、経済

的自立への助成と生活意欲の助長及び児童の福祉の増進を図るため、新潟県が実施している資金の貸付

の相談を行っています。 

 

 

（１）貸付実績 

（単位：千円） 

貸付資金 

 

年 度 

修 学 

資 金 

就学支 

度資金 

修 業

資 金 

就職支

度資金 

住 宅

資 金 

技能習

得資金 

生 活

資 金 

事業開

始資金 
合 計 

   

令和 

元 

 

件数 ４ ２       ６ 

金額 ３，３２２ １，０８０       ４，４０２ 

   

令和 

２ 

 

件数 ２     １   ３ 

金額 ２，１０６     ３０４   ２，４１０ 

令和

３ 

件数 ２     １   ３ 

金額 １，５８４     ７４   １，６５８ 

令和

４ 

件数 １ １ １      ３ 

金額 ６３０ ８４ ２８６      １，０００ 

令和

５ 

件数 ３ １       ４ 

金額 ３，０９９ １２６       ３，２２５ 
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（２）母子・父子・寡婦福祉資金貸付一覧表              （令和６年４月１日現在） 

資金の種類 

 貸 付 対 象 等 

貸 付 限 度  

（単位：円） 

据置 

期間 

償還

(返済)

期間 

利率 

(年利) 

 

※① 

(

１)

母
子
・
父
子
家
庭
の
母
・
父 

(

２)

寡 
 

婦 

(

３)

母

子

・

父

子

家

庭

の

児

童 

(

４)

母
子
・
父
子
家
庭
の
子 

(

５)

寡
婦
が
扶
養
す
る
子 

(

６)

母
子･

父
子
福
祉
団
体 

(

７)

父
母
の
な
い
児
童 

(

８)

四
十
歳
以
上
配
偶
者
な
し
女
子 

用   途 

事業開始 

資  金 
● ●   

 

  ●   ● 
事業を開始するのに必要な設備、
什器、機械等の購入資金 

3,470,000 １ 年 ７年 
無利子また

は年 1.0％ 

事業継続 

資  金 
● ●   

 
  ●   ● 

現在営んでいる事業を継続する
ために必要な商品、材料等を購入
する運転資金 

1,740,000  ６ヶ月 ７年 同上 

技能習得 

資  金 
● ●   

 

      ● 

自ら事業を開始し又は就職するため
に必要な知識技能を習得するために
必要な資金 
母子又は父子家庭の母又は父及び寡
婦が高等学校に修学する場合にその
修学及び入学に必要な資金 

一般 月額 68,000  
知識技能 

習 得 後 

１  年 
１０年 同上 特別 一括 816,000  

運転免許 460,000  

修業資金     ● ● ●   ●   

事業を開始し又は就職するために必
要な知識技能を習得するために必要
な資金 
※運転免許取得は、高校３年在学中で
就職を希望する児童に限る 

月 額 68,000  知識技能 

習 得 後 

１  年 
１０年 無利子 

運転免許 460,000  

就職支度 

資  金 
● ● ● 

 

    ● ● 

就職するために直接必要な被服､履物等
及び通勤用自動車等を購入する資金 
※特別分は、通勤のために自動車を購入
することが必要と認められる場合に限
る 

一 般 105,000  

１ 年 ６年 
無利子また

は年 1.0％ 
特 別 340,000  

医療介護 

資  金 
● ● 

●(
介
護
除
く) 

 

      ● 

医療又は介護（当該医療又は介護を受

ける期間が１年以内の場合に限る）を

受けるために必要な資金 

※医療特別は、所得税非課税世帯又は

これに準ずる世帯に限る 

医

療 

一般 340,000  

６ヶ月 ５年 同上 特別 480,000  

介 護 500,000  

生活資金 

● ●   

 

      ● 

知識・技能を習得している期間中
又は医療介護を受けている期間
中の生活の安定・継続に必要な資
金 

医療 月額 
108,000 

※② 

知識技能の 
習得後､医 
療介護 
終了後 

６ ヶ 月 

５年 

同上 
技能 月額 

141,000 

※② 
１０年 

●     
 

        
母子又は父子家庭となって７年
未満の母又は父の生活の安定・継
続に必要な資金 

一般 月額 108,000  ６ヶ月 ８年 同上 

● ●  
 

   ● 
失業している期間中の生活の安
定・継続に必要な資金（離婚した
日の翌日から 1年以内） 

一般 月額 108,000 ６ヶ月 ５年 同上 

住宅資金 ● ●   
 

      ● 
住宅の建設、購入、補修、保全、
改築、増築に必要な資金 

普 通 1,500,000  

６ヶ月 
６年 

同上 
特 別 2,000,000  ７年 

転宅資金 ● ●          ● 住宅の移転に必要な資金 260,000  ６ヶ月 ３年 同上 

結婚資金 ● ●   
 

      ● 
母子又は父子家庭の児童又は子、
寡婦が扶養する子の婚姻に際し
必要な資金 

320,000  ６ヶ月 ５年 同上 

修学資金     ● ● ●   ●   

高等学校、短期大学、大学、大学
院、高等専門学校又は専修学校に
就学させるための授業料、書籍
代、交通費等に必要な資金 

学校種別、通学方
法、学年等により異
なる 

【別表１】のとおり 

卒業後 
６ヶ月 

１５年 
※③ 無利子 

就学支度 

資  金 
    ● ● ●   ●   

就学、修業するために必要な被服
等の購入に必要な資金 

学校種別、通学方法
等 に よ り 異 な る 
【別表２】のとおり 

卒業後 
６ヶ月 

１０年 
※③ 同上 
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※①無利子の資金でも、返済期限に遅れると年３％の違約金（延滞利息）が課せられます。 

※②生計中心者でない場合は、月額７０,０００円。 

※③学校種別により、一部例外があります。 

 

【 別表１ 修学資金貸付限度額一覧表 ※④ 】 
（単位：円）  

学  校  等  種  別 限度額Ⅰ(月額) 

高等学校 
専修学校（高等課程）※⑤ 

国 公 立 
自   宅 ２７,０００ 

自 宅 外 ３４,５００ 

私   立 
自   宅 ４５,０００ 

自 宅 外 ５２,５００ 

高等専門学校 

国 公 立 
自   宅 ３１,５００ 

自 宅 外 ３３,７５０ 

私   立 
自   宅 ４８,０００ 

自 宅 外 ５２,５００ 

専修学校（専門課程）※⑤ 

国 公 立 
自   宅 ６７,５００ 

自 宅 外 ７８,０００ 

私   立 
自   宅 ８９,０００ 

自 宅 外 １２６,５００ 

短期大学 

国 公 立 
自   宅 ６７,５００ 

自 宅 外 ９６,５００ 

私   立 
自   宅 ９３,５００ 

自 宅 外 １３１,０００ 

大 学 

国 公 立 
自   宅 ７１,０００ 

自 宅 外 １０８,５００ 

私   立 
自   宅 １０８,５００ 

自 宅 外 １４６,０００ 

大学院 
修    士    課    程 １３２,０００ 

博    士    課    程 １８３,０００ 

専修学校（一般課程）  ５４,０００ 

 

 
【 別表２ 就学支度資金貸付限度額一覧表 】 

（単位：円）  

学  校  等  種  別 限 度 額 

小 学 校 （※⑥）  ６４，３００ 

中 学 校 （※⑥）  ８１，０００  

専修学校（一般課程） － 
自   宅 １５０,０００ 

自 宅 外 １６０,０００ 

高等学校 
 
専修学校（高等課程） 

国 公 立 
自   宅 １５０,０００ 

自 宅 外 １６０,０００ 

私   立 
自   宅 ４１０,０００ 

自 宅 外 ４２０,０００ 

大学・短期大学 
 
高等専門学校 
 
専修学校（専門課程） 

国 公 立 
自   宅 ４１０,０００ 

自 宅 外 ４２０,０００ 

私   立 
自   宅 ５８０,０００ 

自 宅 外 ５９０,０００ 

大学院 
国 公 立 － ３８０,０００ 

私   立 － ５９０,０００ 

修業施設  
自   宅 ２７２,０００ 

自 宅 外 ２８２,０００ 
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※④ この表は１年生の時に申請する場合の限度額です。申請時に２年生以上の場合は限度額が異な
る場合があります。 

※⑤ 専修学校の場合、高等課程または専門課程であっても、学科の内容等によっては一般課程の貸
付限度額を適用する場合があります。 

※⑥ 小学校、中学校の貸付けは、所得税非課税又はこれに準ずる世帯に限ります。 

 

 

第３節 ひとり親家庭等の医療費助成 

 
ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭の保健の向上と福祉

の推進を図ることを目的とし、平成３年４月１日より実施しています。 

 

（１）対象者及び助成額の範囲                    （令和６年４月１日現在） 

対  象  者 

次のいずれかに該当する１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある

児童（一定の障がいのある場合は２０歳未満）と、児童と同居し生計を同じくしている

父又は母、養育者 

１ 父母が婚姻を解消した児童 

２ 父または母が死亡した児童（父又は母の死亡について支給される公的年金を受け

ることができるときを除く） 

３ 父または母が一定の障がいの状態にある児童 

４ 父または母の生死が明らかでない児童 

５ 父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童 

６ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

７ 父または母が引き続き１年以上刑務所などに拘禁されている児童 

８ 未婚の女性の子で父がいない児童 

９ 棄児などで出生の事情が明らかでない児童 

助成額の範囲 

療養に要する費用の額から、保険給付等及び一部負担金（医療機関ごとに通院月の

初回から４回目まで：各５３０円、入院：１日１，２００円、訪問看護１回２５０円）

を控除した額の助成を行っています。 

※標準負担額減額認定を受けている方は、入院時の食事代の助成も受けられます。 

※１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童は一部負担金の

支払いはありません。 

支 給 方 法 現物支給 

（注）所得による支給の制限があります。 
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（２）年度別受給者数                      （各年度３月末現在／単位：人） 

区分 

年度 
家庭状況 

国 民 健 康 保 険 被  用  者  保  険 
合 計 

扶養者 児 童 計 扶養者 児 童 計 

令和 元 

母 子 世 帯 ５１ ８０ １３１ １５４ ２２５ ３７９ ５１０ 

父 子 世 帯 ２ ３ ５ １３ １９ ３２ ３７ 

養育者世帯 １ １ ２ ０ ０ ０ ２ 

合 計 ５４ ８４ １３８ １６７ ２４４ ４１１ ５４９ 

令和 ２ 

母 子 世 帯 ５３ ８７ １４０ １４４ ２１５ ３５９ ４９９ 

父 子 世 帯 ３ ３ ６ １２ ２１ ３３ ３９ 

養育者世帯 １ １ ２ ０ ０ ０ ２ 

合 計 ５７ ９１ １４８ １５６ ２３６ ３９２ ５４０ 

令和 ３ 

母 子 世 帯 ４９ ７９ １２８ １４８ ２２４ ３７２ ５００ 

父 子 世 帯 ３ ３ ６ １３ ２１ ３４ ４０ 

養育者世帯 １ １ ２ ０ ０ ０ ２ 

合 計 ５３ ８３ １３６ １６１ ２４５ ４０６ ５４２ 

令和 ４ 

母 子 世 帯 ５０ ８１ １３１ １４６ ２１２ ３５８ ４８９ 

父 子 世 帯 ２ ２ ４ １２ １８ ３０ ３４ 

養育者世帯 ２ ３ ５ ０ ０ ０ ５ 

合 計 ５４ ８６ １４０ １５８ ２３０ ３８８ ５２８ 

令和 ５ 

母 子 世 帯 ４９ ８１ １３０ １４６ ２２１ ３６７ ４９７ 

父 子 世 帯 ４ ３ ７ １２ １８ ３０ ３７ 

養育者世帯 １ ２ ３ ０ ０ ０ ３ 

合 計 ５４ ８６ １４０ １５８ ２３９ ３９７ ５３７ 

 

 

（３）年度別助成額                          （各年度３月末日現在）  

区分 

年度 

受給者証 

交付件数 
助 成 件 数 

助 成 総 額 

（円） 

1件当たり助成額 

（円） 

 令和 元 ５４９ ５,４４８ １１,０２８,７９９ ２,０２４ 

 令和 ２ ５４０ ４,８０３ １０,６６９,６３１ ２,２２１ 

 令和 ３ ５４２ ４,９２７ １１,１７６,１１５ ２,２６８ 

 令和 ４ ５２８ ５,０５１ １２,２６７,７９４ ２,４２９ 

令和 ５ ５３７ ５,７２４ １４,４１５,１７１ ２,５１９ 
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第４節 高等職業訓練促進給付金等事業 

 
ひとり親家庭の母又は父が自立するために、養成機関で修業して資格取得を目指す方に訓練促進費等

を支給し、生活の負担軽減を図ることを目的とし、平成２５年４月１日より実施しています。 

（１）事業概要                          （令和６年４月１日現在） 

対  象  者 

次の要件を全て満たす２０歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父 

１ 児童扶養手当又は小千谷市ひとり親家庭等の医療費助成の受給者又は児童扶養手

当等を受給できる場合と同程度の所得を有する方 

２ 資格を取得するため、養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、対象資 

格の取得が見込まれる方 

３ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方 

４ 適職に就くために必要と認められる方 

５ 訓練促進費と同様の目的で支給される給付金を過去に受給していない方 

対 象 資 格 

（１）看護師 

（２）准看護師 

（３）介護福祉士 

（４）保育士 

（５）理学療法士 

（６）作業療法士 

（７）歯科衛生士 

（８）美容師 

（９）社会福祉士 

（10）製菓衛生師 

（11）調理師 

（12）上記に揚げるもののほか、これらに準じて市長が地域の実情に応じて定める 

   資格 

 

 

支 給 額 

＜訓練促進費＞養成機関の修業期間の全期間（上限４年間）において支給 

・市民税非課税世帯 １００，０００円／月（最後の１年１４０，０００円／月） 

・市民税課税世帯   ７０，５００円／月（最後の１年１１０，５００円／月） 

＜入学支援修了一時金＞養成機関への入学時における負担を考慮し、修了後に支給 

・市民税非課税世帯  ５０，０００円 

・市民税課税世帯   ２５，０００円 

 

 

（２）支給状況                             （各年度３月末日現在） 

区分 

年度 
受給者数 

訓 練 促 進 費 

助  成  額（円） 

入学支援修了一時金 

助 成 額（円） 
助 成 総 額（円） 

令和 元 １ １,２００,０００ ０ １,２００,０００ 

令和 ２ １ １,６８０,０００ ５０,０００ １,７３０,０００ 

令和 ３ － － － － 

令和 ４ １ １,２００,０００ ０ １,２００,０００ 

令和 ５ １ １,２００,０００ ０ １,２００,０００ 
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第５節 自立支援教育訓練給付金事業 
ひとり親家庭の母又は父が就職に役に立つ資格を取得するために教育訓練講座を受講した場合に、そ

の費用の一部を支給します（平成２５年４月１日より実施）。 

 

 

（１）事業概要                          （令和６年４月１日現在） 

対  象  者 

次の要件を全て満たす２０歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父 

１ 児童扶養手当又は小千谷市ひとり親家庭等の医療費助成の受給者又は児童扶養手

当等を受給できる場合と同程度の所得を有する方 

２ 適職に就くために必要と認められる方 

対  象  講  座 雇用保険法による教育訓練給付の指定教育訓練講座 

支  給  額 

指定教育訓練講座に、本人が支払った受講料等の６割相当額を支給 

（上限２００，０００円、下限１２，００１円） 

また、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その

支給額との差額を支給 

※看護師等の専門資格の取得を目指す指定教育訓練講座は、上限１，６００，００

０円 （４００，０００円×就学年数） 

 

 

（２）支給状況       （各年度３月末日現在） 

区分 

年度 
受給者数 助  成  額（円） 

令和 元 １ ５１，６００ 

令和 ２ － － 

令和 ３ １ １５２，８２０ 

令和 ４ － － 

令和 ５ １ １７，６００ 
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第１節  身体障害者手帳・療育手帳  

 
（１）身体障害者手帳 

 

身体に永続する障がいがある方の障がいに応じ、１級から６級の手帳が交付されています。 

近年の特徴として、加齢による聴覚機能障がいと肢体不自由を中心に、高齢障がい者の増加が

目立っています。また、腎臓や呼吸器の機能障がいなどの内部障がいの割合が年々高くなっ

ています。  

障がい児・者対策の基本は、障がいの発生防止と早期発見・治療ですが、本市では、妊産

婦と乳幼児の健康管理に努めるとともに、高齢化が進行するに伴って生活習慣病などの原因

となる中途障がいの発生防止策を一層強化しています。  

また、在宅の障がい児・者に対するケアサ－ビスとしては、居宅介護、補装具・日常生活

用具の給付、保健師による訪問指導などを実施しています。  

 

 

【 身体障害者手帳の障がい別・等級別所持状況 】      （令和６年３月３１日現在／単位：人） 

障がい程度 視覚障がい 
聴覚・平衡 

機能障がい 

音声・言語 

機能障がい 
肢体不自由 内部障がい 計 

１ 級 ２１ １ ０ １０４ ２３８ ３６４ 

２ 級 ２７ ２６ ０ １１１ ２ １６６ 

３ 級 ２ １８ ４ １３７ ８３ ２４４ 

４ 級 ４ ４７ １４ １５８ ７１ ２９４ 

５ 級 １１ １ ０ ７２ ０ ８４ 

６ 級 ３ ７６ ０ ３３ ０ １１２ 

計 ６８ １６９ １８ ６１５ ３９４ １,２６４ 

 

 

【 身体障害者手帳年度別所持者数 】            （各年度３月３１日現在／単位：人） 

年 度 視 覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内 部 計 

平成２６ ８０ １３９ １７ ８５６ ３５１ １,４４３ 

平成２７ ８０ １４３ １８ ８２４ ３６０ １,４２５ 

平成２８ ７２ １４１ １９ ７８９ ３６９ １,３９０ 

平成２９ ６８ １３６ １８ ７５１ ３５４ １,３２７ 

平成３０ ６８ １３６ １９ ７５５ ３８６ １,３６４ 

令和 元 ６５ １２７ １８ ７１３ ３８５ １,３０８ 

令和 ２ ６４ １２９ １７ ６８４ ３８９ １,２８３ 

令和 ３ ６４ １４２ １８ ６７１ ４０４ １,２９９ 

令和 ４ ６８ １５０ １９ ６４０ ４０９ １,２８６ 

令和 ５ ６８ １６９ １８ ６１５ ３９４ １,２６４ 

 

 

（２）療育手帳 

 

 知的障がいのある方に対して、一貫した指導・相談を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすく

するために交付され、障がいの程度に応じて重度、及び中軽度に区分されます。 
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【 療育手帳年度別所持者数 】               （各年度３月３１日現在／単位：人） 

区分 

年度 

１ ８ 歳 未 満 １ ８ 歳 以 上 
総 計 

重 度 中軽度 計 重 度 中軽度 計 

平成２６ １３ ４６ ５９ ８３ １４０ ２２３ ２８２ 

平成２７ １３ ４７ ６０ ８３ １５２ ２３５ ２９５ 

平成２８ １３ ５５ ６８ ８０ １５９ ２３９ ３０７ 

平成２９ １１ ５１ ６２ ８２ １６１ ２４３ ３０５ 

平成３０ １３ ４８ ６１ ８０ １６４ ２４４ ３０５ 

令和 元 １５ ４０ ５５ ８３ １７６ ２５９ ３１４ 

令和 ２ １６ ４０ ５６ ８３ １７４ ２５７ ３１３ 

令和 ３ １６ ４０ ５６ ８４ １７８ ２６２ ３１８ 

令和 ４ １６ ３５ ５１ ８２ １９０ ２７２ ３２３ 

令和 ５ １７ ３４ ５１ ８２ １８６ ２６８ ３１９ 

 

（３）精神障害者保健福祉手帳 

 

 精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある

者に交付されるもので、等級は１級から３級までに区分されます。 

【 精神障害者保健福祉手帳年度別所持者数 】        （各年度３月３１日現在／単位：人） 

等 級  

年 度 
１ 級 ２ 級 ３ 級 合計 

平成２６ １７ １７３ ３１ ２２１ 

平成２７ ２１ １８３ ３１ ２３５ 

平成２８ １９ １９９ ３１ ２４９ 

平成２９ ２６ ２１２ ２９ ２６７ 

平成３０ ２８ ２３２ ３０ ２９０ 

令和 元 ２８ ２４８ ２７ ３０３ 

令和 ２ ２９ ２５２ ２７ ３０８ 

令和 ３ ３１ ２７２ ２７ ３３０ 

令和 ４ ３３ ２６８ ３１ ３３２ 

令和 ５ ３１ ２７７ ３３ ３４１ 

 

 

（４）障害者介護給付費等支給審査会 

 

 障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がいのある方の心身の状況を総合的に審査し、

障害支援区分を判定します。 

【障害支援区分年間認定件数】                （各年度３月３１日現在／単位：人） 

区分  

年 度 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

平成２６ ２ １７ １５ ８ ４ ９ ５５ 

平成２７ ３ １５ １２ ９ ３ ２２ ６４ 

平成２８ ０ １２ １０ １２ １４ ８ ５６ 

平成２９ ０ １２ １７ １３ ６ ７ ５５ 

平成３０ ２ １５ １２ ７ ８ １６ ６０ 

令和 元 ０ ２０ １８ １２ １０ １２ ７２ 

令和 ２ １ １１ １７ １２ ８ １１ ６０ 

令和 ３ ０ １５ １０ ７ ３ １６ ５１ 

令和 ４ ０ １８ １９ １４ １１ １４ ７６ 

令和 ５ ０ ２０ １６ １６ １１ １４ ７７ 
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第２節 相談・指導 
 

（１）障がい福祉に関する相談・指導 

 

 心身障がい者及びその家族からの一般的な相談に応じ、必要な助言及び福祉サービスを行うため、市

の社会福祉事務所（福祉課、健康・子育て応援課）のほか、次の相談所があります。 

 

○ 新潟県長岡児童相談所 

○ 新潟県長岡知的障害者更生相談所 

○ 新潟県長岡身体障害者更生相談所 

○ 小千谷市社会福祉協議会 

○ 相談支援事業所ひかり工房 

 ○ 相談支援センター小千谷さくら 

 ○ 障がい者基幹相談支援センター 

 

第３節 福祉サービス 
 

（１）障がい福祉サービス利用状況 

身体障がい、知的障がい、精神障がいの種別に関わらず、障がいのある方に必要な介護の支援と、自

立した生活ができるよう身体機能や生活能力向上のため、又は就労支援のための訓練を行います。 

【延利用者数】                                （単位：人） 

サービスの種別 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

居宅介護（ホームヘルプ） 361 367 379 375 343 310 

行動援護 5 11 1 0 0 0 

同行援護 7 14 7 21 20 41 

療養介護 132 142 144 144 138 132 

生活介護 870 910 1,013 990 1,019 1142 

短期入所（ショートステイ） 234 285 268 221 192 182 

施設入所支援 517 520 497 491 509 620 

宿泊型自立訓練 20 23 24 29 30 22 

自立訓練（機能訓練） 27 23 2 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 75 75 95 104 48 52 

就労移行支援 61 92 111 107 67 83 

就労継続支援（A型） 84 94 86 93 96 79 

就労継続支援（B型） 1,191 1,183 1,192 1,280 1,433 1349 

就労定着支援 
※H30～制

度開始 
13 46 41 40 58 

共同生活援助（グループホーム） 444 432 460 540 588 619 

地域移行支援  6 7 

計画相談支援 519 598 654 693 730 788 
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サービスの種別 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

特定障害者特別給付費 933 911 936 1,005 1,047 1168 

高額障害福祉サービス等給付費  0 22 37 36 46 15 

児童発達支援 35 31 18 36 61 57 

放課後等デイサービス 183 198 265 409 460 529 

保育所等訪問支援  7 10 

障害児相談支援 60 57 89 120 121 137 

高額障害児通所給付費 0 0 3 8 17 15 

 

（２）補装具費給付 

①軽・中等度難聴児補聴器購入費補助金 

  身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の言語習得やコミュニケーション能力の向

上を図るために、補聴器購入に要する費用の一部を助成します。          （単位：件） 

年度 
区分 

令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

利 用 件 数 １件 １件 ０件 １件 １件 

助  成  額 95,220 円 95,000円 － 95,000 円 95,000円 

 

②補装具の交付・取扱状況 

  身体の障がいを補い、日常生活能力を高めるため、身体障害者手帳所持者等に補装具費の支給を行

います。                                  （単位：件） 

年 度 

交付別 

種 類 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

購入 修理 購入 修理 購入 購入 修理 購入 修理 購入 購入 修理 

義 肢 1  3 1 1 1  3 1 1 1 3 

装 具 14(3) 6(2) 18(6) 5(1) 11(2) 14(3) 6(2) 18(6) 5(1) 11(2) 8(2) 6 

座位保持装置  2 2  2  2 2  2 2 1 

視 覚 障 害 者 

安 全 つ え 
4  1  2 4  1  2 2  

義 眼             

眼 鏡 2  4  3 2  4  3 4  

補 聴 器 9 10(3) 7(1) 10(6) 7 9 10(3) 7(1) 10(6) 7 23 2 

人 工 内 耳            1(1) 

車 い す 5(2) 13(1) 2 3 2(1) 5(2) 13(1) 2 3 2(1) 4 12(2) 

電 動 車 い す 1 4  5  1 4  5  1 4 

歩 行 器     2(1)     2(1) 1  

歩行補助つえ 2     2     2  

重度障害者用 

意思伝達装置 
    1     1 1  

計 38(5) 35(6) 37(7) 24(7) 31(4) 38(5) 35(6) 37(7) 24(7) 31(4) 49(2) 29(3) 

（注）（ ）内は１８歳未満の件数を再掲 
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（３）地域生活支援事業 

 本市で生活する障がいのある方のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業を行います。 

 

①障がい者相談支援事業 

  障がいのある方、その家族、又は介護を行っている方からの相談に応じ、情報の提供、又は権利擁

護のために必要な援助を行います。基幹相談支援センターを中核機関として位置付け、地域の相談支

援体制の底上げを図ります。 

【 相談窓口別相談支援件数 】                          （単位：件） 

相談支援事業所 
（相談窓口） 

開設場所等 
令和
元 

令和
２ 

令和
３ 

令和 
４ 

令和 
５ 

小千谷市社会福祉

協議会 

桜町５１４０番地 

平日 ８：３０～１７：００ 
4,379 3,885 3,404 3,340 3,357 

相談支援事業所 

ひかり工房 

小粟田２７２２番地１ 

平日 ８：３０～１７：３０ 
4,253 3,977 3,473 3,594 3,417 

相談支援センター

小千谷さくら 

小粟田２４００番地６ 

平日 ８：３０～１７：００ 

小千谷駅構内 

平日 ９：００～１６：００ 

4,788 4,121 3,889 4,458 4,642 

障がい者基幹相談

支援センター 

小千谷市役所内 

平日 ８：３０～１７：１５ 
2,024 1,555 1,828 2,203 2,214 

  ※相談支援件数は支援方法における一般及び計画相談件数（基幹相談支援センターは計画相談を取

り扱わないため一般相談件数のみ） 

 

 ②成年後見制度利用支援事業 

   成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい又は精神障がいのある方に対し、市長が審判

請求の支援をすることや、後見人等の報酬等必要経費の全部又は一部を補助します。 

【 支援の種類別実施状況 】 

支援の種別 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

市長による審判請求申立 １件 ０件 ０件 ０件 ０件 

申立費用の助成 
件数 

助成額 

１件 

8,200円 

０件 

－ 

０件 

－ 

０件 

－ 

０件 

－ 

後見人等に対する

報酬の助成 

件数 

助成額 

０件 

－ 

１件 

252,000円 

３件 

684,000円 

２件 

432,000 

０件 

－ 

 

 ③意思疎通支援事業 

  聴覚障がいのある方などの意思疎通を円滑にするために、手話通訳・要約筆記等の支援を行います。 

【 手話通訳・要約筆記派遣状況 】 

支援の種別 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

個人の利用 
実利用者数 １２人 ６人 ７人 ８人 ７人 

派遣回数 ３０回 ２３回 ３６回 ４０回 ５３回 

市等主催事業 

（講演会等） 
派遣回数 ８回 ０回 ２回 ４回 ８回 

 【 手話通訳者・要約筆記者等登録者数 】          （各年度３月３１日現在／単位：人） 

年度 
手話通訳

士 

手話通訳

者 

手話奉仕

員 
手話計 

要約筆記

者 

要約筆記
奉仕員 

要約計 

令和 元 １ ３ １２（３） １６（３） ４（２） ５（１） ９（３） 

令和 ２ １ ２ １２（３） １５（３） ４（２） ５（１） ９（３） 

令和 ３ ３  １３（３） １６（３） ４（２） ５（１） ９（３） 

令和 ４ ２ ３（１） １１（２） １６（３） ４（２） ６（１） １０（３） 

令和 ５ ２ ３（１） １２（１） １７（２） ３（１） ７（１） １０（２） 

  （注）（ ）内は手話・要約筆記の重複登録者数を再掲 
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【 みえる通訳サービス利用状況 】 

  ※手話や外国語の通訳に対応する専用タブレット「みえる通訳」を、福祉課に加え令和６年２月か

ら健康・子育て応援課の窓口にも設置しています。 

年度 実利用者数 利用延件数 

令和 ４ ５人 １１件 

令和 ５ １人   ５件 

 

④日常生活用具給付等事業 

  重度の障がいのある方に日常生活用具を給付、又は貸与を行います。 

【 日常生活用具の給付状況 】                          （単位：件） 

区   分 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

介護・訓練支援用具     １ 

自立生活支援用具 ４ ２ ２ ３ ６ 

在宅療養等支援用具 ９ ２ ８ １ ３ 

情報・意思疎通支援用具 ３ ２ １ ２ １ 

排泄管理支援用具 ５６４ ５３０ ５４３ ５５６ ５８２ 

住宅改修費  １ ２  １ 

計 ５８０ ５３７ ５５６ ５６２ ５９４ 

 

 ⑤手話奉仕員養成研修事業 

厚生労働省の定めるカリキュラムを受講していただくことで手話奉仕員を養成します。 

 【養成講座開催状況】 

年度 講座の種類 講座回数 受講者数 修了者数 

令和 ３ 基礎課程 ２６回 ６人 ５人 

令和 ４ 入門課程 ２２回 ５人 ４人 

令和 ５ 基礎課程 ２６回 ５人 ５人 

 

 ⑥移動支援事業 

  在宅の障がいのある方が社会参加や余暇活動などで外出するときの移動を支援します。 

【 利用状況 】                                （令和５年度） 

実施事業所（所在地） 支給決定者数 実利用者数 利用延時間 

小千谷市社会福祉協議会（小千谷市） １０人 １０人 ３７９時間 

かけはし（魚沼市） １人 １人 ２９．５時間 

なのはな（長岡市） ２人 ２人 ３９．５時間 

ニチイケアセンターおぢや（小千谷市） １人 １人 １４時間 

らいふ・カレッジ（滋賀県） １人 １人 ２４時間 

計 １５人 １５人 ４８６時間 

 

⑦地域活動支援センター事業 

  在宅の障がいのある方に地域活動支援センターで創作・生産活動や社会との交流の機会を提供し、

必要に応じて機能訓練や社会適応訓練のサービスを行います。 

【 利用状況 】                                （令和５年度） 

実施事業所（所在地） 年度末登録者数 実利用者数 利用延件数 

小千谷市障害者支援センターさつき工房 
（小千谷市） 

３９人 ２１人 １，３７６件 

障害児者生活支援センターかけはし 
（魚沼市） 

６人 ６人 ２５２件 

十日町市身体障がい者福祉センター 
（十日町市） 

２人 ２人 １２６件 

計 ４７人 ２９人 １，７５４件 
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⑧更生訓練費給付事業 

  就労移行支援事業などを利用している障がいのある方で生活保護世帯などの一部の方に、更生訓練

の費用の助成を行います。 

【 利用状況 】                               （令和５年度） 

施設区分 施設名 支給決定者数 

就労移行支援事業または自立

訓練事業を実施している施設 

ひかり工房  ３人 

ワークセンター小千谷さくら  ３人 

 

施設区分 施設名 支給決定者数 

就労移行支援事業または自立

訓練事業を実施している施設 

みのわの里 スリージョブ  ５人 

湯之谷工芸  ０人 

エンゼル妻有  ２人 

新潟県リハビリテーションセンター  ０人 

ワークセンターのっぺ  ０人 

みのわの里 工房はくさん  ０人 

サンスマイル  ０人 

 

 ⑨日中一時支援事業 

  在宅の障がいのある方に昼間の活動の場を提供することで、家族の就労を支援し、家族の負担の軽

減を図ります。                        （令和５年度／単位：人、件） 

 

⑩自動車改造費・自動車免許取得費助成事業 

  重度の身体障がいがある方の自動車の改造に要する費用の一部と、障がいのある方の自動車運転免

許の取得に要する費用の一部を助成します。 

事 業 名 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

自動車改造費助成事業 
１件 

100,000円 

３件 

666,000円 

２件 

200,000円 

０件 

－ 

１件 

165,000円 

自動車免許取得費助成事業 
０件 

－ 

０件 

－ 

２件 

200,000円 

０件 

－ 

１件 

100,000円 

 

 

 

実施事業所（所在地） 
児 者 

実利用者数 利用延件数 実利用者数 利用延件数 

ひだまり工房（小千谷市） ８１ ６５１ ６ ６３ 

小千谷さくら（小千谷市） ２８ １４７ ２８ ２３７ 

桜花園（長岡市） ０ ０ ２８ ５１ 

ようこそ（長岡市） ０ ０ ５ ８ 

やいろの里（魚沼市） ０ ０ ７ １０ 

魚沼学園（魚沼市） １２ １３ ０ ０ 

ワークセンター北陽（長岡市） ０ ０ １０ １７ 

工房ますがた（長岡市） ０ ０ １３ １４ 

ワークショップ想（小千谷市） ４ ２３ １ ３ 

あけぼの園（長岡市） ０ ０ ７ １４ 

白岩の里（小千谷市） ０ ０ １ １ 

スマイルセンター三喜（長岡市） ０ ０ １ ３ 
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（４）住宅整備資金補助制度（障がい者） 

対 象 者 
▽重度障がい者【身体障害者手帳１・２級（下肢・体幹機能障害等）又は療育手帳Ａ】 

▽世帯の年収が６００万円以下   いずれにも該当する人 

対 象 経 費 
① 居室又は廊下等の改造  ②トイレの改造  ③浴室の改造  ④玄関の改造 

⑤段差解消機又は階段昇降機  ⑥ホームエレベーターの設置 

補助上限額 
５００千円（ただし、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象

者は３００千円を上限額とし、重複利用をするものとする。） 

補 助 金 額 
補助基準額に下記の世帯区分に応じた補助率をかけた額 

生活保護世帯１０／１０、所得税非課税世帯３／４、その他の世帯１／２ 

 

【 補助実施状況 】 

 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

件数 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

助成額 － － － － － － 

 

 

（５）精神障害者及び心身障害者通所サービス事業所通所費助成事業 

 市内の通所サービス事業所を利用している精神障がい者、心身障がい者に対して、通所に要する交通

費を助成します。 

【 利用状況 】                                （令和５年度） 

対象事業所 実助成人数（人） 助成額（円） 

さつき工房 １５   ３４０，０８０ 

ひかり工房 １１   ５２４，９７６ 

ひだまり工房   ８   ２６２，７３０ 

小千谷さくら  ９   ４１２，４６５ 

ワークショップ想 １１   ３１３，９１０ 

市外事業所 １３ １，０７４，５５６ 

 

 

（６）福祉タクシー利用料金助成事業 

心身障がい者に対してタクシー利用料金の一部を助成し、障がい者の社会参加の促進及び福祉の増進

を図ることを目的として助成を行っています。 

対象者 
・ 身体障害者手帳１～３級 ・ 療育手帳Ａ 

・ 精神障害者保健福祉手帳１級（平成３０年４月から対象） 

【 利用状況 】 

 対象者数 利用者数 延利用枚数 １人当り利用枚数 助成額 

平成３０ 924人 439人 5,995枚 13.7枚 2,997,500円 

令和 元 936人 438人 6,057枚 13.8枚 3,028,500円 

令和 ２ 913人 409人 5,455枚 13.3枚 2,727,500円 

令和 ３ 925人 405人 5,308枚 13.1枚 2,654,000円 

令和 ４ 930人 406人 5,403枚 13.3枚 2,701,500円 

令和 ５ 879人 379人 4,992枚 13.2枚 2,496,000円 
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（７）人工透析通院費助成事業 

じん臓機能障がい者の経済的負担を軽減するため、人工透析のための通院費の一部を距離に応じて助

成しています。 

【利用状況】                                  

 タクシー券 給油券 

令和 元 
利用者数 １８人 １４人 

助成額 ４００,５００円 ２４９,０００円 

令和 ２ 
利用者数 ２１人 １８人 

助成額 ５１０,５００円 ２８３,０００円 

令和 ３ 
利用者数 １９人 ２４人 

助成額 ４５５，５００円 ３６９,０００円 

令和 ４ 
利用者数 １５人 ２６人 

助成額 ３５２，５００円 ４１３，０００円 

令和 ５ 
利用者数 １２人 ３０人 

助成額 ３２７，５００円 ４７８，０００円 

 

 

第４節 医療給付 
 

 

（１）重度心身障害者医療費助成事業 

 

重度心身障がい者に対して、療養に要する費用の額から、保険給付等及び一部負担金（医療機関ごと

に通院月の初回から４回目まで：各５３０円、入院：１日１，２００円、訪問看護１回２５０円）を控

除した額の助成を行っています。 

※標準負担額減額認定を受けている方は、入院時の食事代の助成も受けられます。 

※１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童は一部負担金の支払いはありませ

ん。 

対 象 者 

・ 身体障害者手帳１～３級の所持者 

・ 療育手帳Ａの所持者 

・ 精神障害者保健福祉手帳１級の所持者（平成２９年９月から対象） 

＊ 上記該当者で本人又は扶養義務者の前年の所得が規則で定める限度額を超えない者 

 

【 重度心身障害者医療費助成状況 】  

 

区分 

年度 

受給者証  

交付件数 
停止者 助成件数 

助成総額 

（円） 

1件当たり  

助成額（円） 

令和 元 860 21 16,687 64,476,624 3,864 

令和 ２ 850 22 15,860 62,339,118 3,931 

令和 ３ 867 17 15,925 57,410,908 3,605 

令和 ４ 837 20 15,872 59,614,753 3,755 

令和 ５ 819 31 15,962 59,385,384 3,850 
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（２）育成医療の給付 

 

 身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残す疾患があると認められる児童

（18歳未満）で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるもの

に対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。 

 

【 育成医療の給付状況 】                         （令和５年度） 

区  分 
入  院 通  院 合  計 

実人員(人) 延件数 実人員(人) 延件数 実人員(人) 延件数 

視覚障がい ２ ２ ２ ３ ２ ５   

聴覚・平衡機能障がい ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

音 声 ・ 言 語 ・ 

そしゃく機能障がい 
０ ０ １ ２ １ ２ 

肢 体 不 自 由 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

内部障がい 

心 臓 １ １ ０ ０ １ １ 

小 腸 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ２ ３ １ ２ ２ ５ 

計 ５ ６ ４ ７ ６ １３ 

(注)入院と通院とに重複する人がいるため実人員の合計は一致しません。 

 

 

（３）更生医療の給付 

 

 身体障がい者の職業能力の増進や、日常生活向上のための障がい除去または軽減を目的として医療

の給付を行っています。 

 

【 更生医療の給付状況 】                         （令和５年度） 

区  分 
入  院 通  院 合  計 

実人員(人) 延件数 実人員(人) 延件数 実人員(人) 延件数 

音 声 ・ 言 語 ・ 

そしゃく機能障がい 
０ ０ ２ ５ ２ ５ 

内部障がい（腎臓） １０２ １６９ １０２ ９０９ １０２ １，０７８ 

そ の 他 ０ ０ ２ ６ ２ ６ 

計 １０２ １６９ １０６ ９２０ １０６ １，０８９ 

(注)入院と通院とに重複する人がいるため実人員の合計は一致しません。 

 

【 更生医療の年度別給付状況 】                        （単位：人） 

種   別 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

音 声 ・ 言 語 ・ 

そ し ゃ く 機 能 障 が い 
３ ２ ２ ３ ２ 

内部障がい（腎臓） ７９ ９２ １０１ １０２ １０２ 

そ の 他 １ ２ １ ２ ２ 

計 ８３ ９６ １０４ １０７ １０６ 
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（４）精神通院医療 

 

精神疾患の治療のため、医療機関に通院している人に医療の給付を行っています。 

【精神通院医療の申請状況】 

年  度 新規申請（件） 継続申請（件） 
転入による 

新規申請（件） 
申請合計（件） 

令和 元 １００ ６２０ ３ ７２３ 

令和 ２ ６３ ７２７ １ ７９１ 

令和 ３ ６９ ６６７ ６ ７４２ 

令和 ４ ９０ ６４９ ６ ７４５ 

令和 ５ ９３ ６５５ ３ ７５１ 

 

（５）精神障害者入院医療費助成事業 

 

 精神障がい者の適正医療と福祉の向上のため、入院医療費自己負担分の一部を助成する制度です。 

平成９年度から市の独自サービスとして実施しています。 

年  度 助成実人数（人） 助成件数（件） 助成総額（円） 

令和 元 ５５ ４０８ ２，３０２，０８２ 

令和 ２ ５５ ４１７ ２，３１２，４９２ 

令和 ３ ５１ ３８４ ２，１２２，１７３ 

令和 ４ ４１ ３２７ １，８３６，８９９ 

令和 ５ ４９ ３３５ １，９１８，９００ 

 

第５節 手当・共済 
 

（１）在宅の重度障がい児・者に対する手当 

 

 在宅の重度心身障がい児・者に対して、障がい等のために生ずる特別の負担を軽減することを目的と

して、特別障害者手当等の支給制度があります。 

 本市では、独自に小千谷市重度身体障がい者介護手当を支給し、在宅で障がい者を介護する人への援

助措置を講じています。 

                                       【令和６年３月末】 

区  分 支   給   対   象 支給額（月額） 支給月 

特別障害者手当 
２０歳以上の在宅の人で、著しく重度の障がいの状

態にあるため、常時特別の介護を必要とする人 
２７，９８０円 

 ２月 

 ５月 

 ８月 

１１月 

障害児福祉手当 
２０歳未満の在宅の人で、重度の障がいの状態にあ

るため、常時の介護を必要とする児童 
１５，２２０円 

福 祉 手 当 

（経過措置） 

２０歳以上の在宅の人で、著しく重度の障がいがあ

る人  （昭和６３年３月３１日廃止） 
１５，２２０円 

介 護 手 当 

（市独自の制度） 

身体障害者手帳１、２級の交付を受け、寝たきりに

なって１年以上経過している障がい者を、在宅で介

護している人 

８，０００円  
 ４月 

１０月 

 

【 支給者数 】                       （各年３月３１日現在／単位：人） 

手当の種類 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 

特別障害者手当 ３８ ４６ ４５ ３７ ３５ 

障害児福祉手当 １５ １７ １８ １５ １７ 

福祉手当（経過措置）  ０  ０  ０  ０  ０ 

介護手当  １  １  １  １  １ 
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（２）特別児童扶養手当 

 

精神又は身体(内科的疾患を含む)に、政令で定める程度の障がいを有する２０歳未満の児童を監護又

は養育する人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当の支給制度があります。 

 

【 支給要件等 】                               （令和５年度） 

区分 障がい程度の目安 支給額（月額） 支給月 

１級 

〇身体障害者手帳１級の一部又は２級の一部の方を養育している方 

〇療育手帳Ａの所持者を養育している方 

〇上記のものと同程度以上の状態にある方を養育している方 

５３，７００円  ４月 

 

 ８月 

 

１１月 ２級 

〇身体障害者手帳３級の一部又は４級の一部の方を養育している方 

〇療育手帳Ｂのうち、おおむね知能指数５０以下のものの所持者を

養育している方 

〇上記のものと同程度以上の状態にある方を養育している方 

３５，７６０円 

 

【 支給対象児童数 】                   （各年度３月３１日現在／単位：人） 

年  

区 分 
令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

１ 級 ２４ ２７ ２４ ２６ ２４ 

２ 級 ４７ ５２ ５５ ５３ ６１ 

計 ７１ ７９ ７９ ７９ ８５ 

 

 

（３）心身障害者扶養共済制度 

 

 心身障がい者をもつ保護者が、毎月年齢に応じた掛金を拠出し、万一保護者が死亡又は重度障がいの

状態となった後、残された心身障がい者に終身にわたり一定額の年金（月額２万円）を支給し、その生

活の安定を図る制度です。 

加 入 資 格 

 知的障がい者、身体障がい者１～３級及びこれと同程度の心身障がい者を

保護する人で、加入時の年齢が６５歳未満の人 

（注）加入後、年齢が６５歳以上となっても資格はあります。 

 

【 掛金額（月額） 】 

加入時の年齢（４月１日現在） 掛 金 額（２口まで加入できます） 

３５歳 未 満   ９,３００円 

３５歳以上４０歳未満  １１,４００円 

４０歳以上４５歳未満  １４,３００円 

４５歳以上５０歳未満  １７,３００円 

５０歳以上５５歳未満  １８,８００円 

５５歳以上６０歳未満 ２０,７００円 

６０歳以上６５歳未満 ２３,３００円 

（平成２０年４月１日 掛金改定） 
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【 加入者数及び年金受給者数 】            （令和６年３月３１日現在／単位：人） 

区    分 加 入 者 数 年金受給者数 

知 的 障 が い 者 １０ ２ 

身 体 障 が い 者 ４ ７ 

精 神 障 が い 者 １ ３ 

計 １５ １２ 
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第６節 心身障害児者更生援護施設 
 

 心身障がい児者に対する医学的治療、生活・職業訓練など必要な更生援護を行うための施設がありま

す。本市からの利用状況は次のとおりです。 

 

【 指定障がい福祉サービス事業所利用状況 】         （各年度３月３１日現在／単位：人） 

事 業 種 別 事 業 所 名 
令和 

元 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

居 宅 介 護 

小千谷市社会福祉協議会 

（小千谷市） 
２８ ２９ ３３ ２７ ２８ 

小粟田の里ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 

りぼん（小千谷市）※R1.5 月 廃止 
２ － － － － 

ハイハイネット中越（小千谷市） ０ ０ ０ ０ ０ 

中子の森（小千谷市） ３ ４ ２ ２ ２ 

マミー・ケアサービス（小千谷市） ３ ３ ４ ２ １ 

在宅介護サービス・カネコ（長岡市） ０ １ １ ０ ０ 

長岡市社会福祉協議会（長岡市） － － － １ １ 

ニチイケアセンターおぢや（小千谷市） － － － １ ２ 

行 動 援 護 

小千谷市社会福祉協議会 

（小千谷市） 
１ １ ０ ０ ０ 

なのはな（長岡市） １ ０ ０ ０ ０ 

同 行 援 護 

otomo（東京都） １ ０ ０ １ １ 

新潟市社会福祉協議会（新潟市） １ ０ ０ １ ０ 

ニチイケアセンターおぢや（小千谷市） － １ ２ ４ ５ 

ニチイケアセンター長岡江陽（長岡市） ０ ０ １ ０ ０ 

短 期 入 所 

長岡療育園（長岡市） ３ ４ ２ ２ ２ 

桜花園（長岡市） １ １ ２ ２ １ 

みのわの里更生園（長岡市） ３ ４ ３ ３ ４ 

みのわの里療護園（長岡市） １ １ １ １ ０ 

らいこうじ（長岡市） ２ ２ ０ １ １ 

桐樹園（長岡市） ２ ２ １ １ ０ 

六花園（魚沼市） ０ ２ ０ ０ ０ 

やいろの里（魚沼市） ３ ３ ２ ２ １ 

ＨＡＰＰＹ（魚沼市） ２ ３ ２ １ １ 

ロングラン（柏崎市） ０ １ ０ ０ ０ 

サンスマイル（長岡市） １ ０ ２ ２ ２ 

あけぼの園（長岡市） ３ ３ ４ ２ ２ 

エンゼル妻有（十日町市） １ ２ ２ １ １ 

なかまの家（十日町市） １ １ ０ １ ０ 

ほっとステイさんわ（長岡市） ３ ３ ２ ２ ２ 
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事 業 種 別 事 業 所 名 
令和 

元 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

短 期 入 所 

魚沼学園（魚沼市） ４ ３ ２ ２ ３ 

コロニーにいがた白岩の里（成人

部）（長岡市） 
１  ２ １ １ ０ 

コロニーにいがた白岩の里（高齢期

更正部）（長岡市） 
－ １ ０ ０ ０ 

コロニーにいがた白岩の里（重複更

正部）（長岡市） 
－ １ ０ ０ ０ 

魚沼更生園（魚沼市） ２ ３ ２ １ ０ 

太陽・大地の家(南魚沼市) １ １ １ ０ ０ 

短期入所事業かわさき（長岡市） ２ ３ ２ １ １ 

守門の里（長岡市） １ ０ ０ ０ １ 

緑風園（新発田市） － １ ０ ０ ０ 

うらら長岡（長岡市） － － ２ ０ ０ 

やまのて（魚沼市） ０ ０ １ １ １ 

療 養 介 護 

新潟病院（柏崎市） ６ ６ ６ ６ ５ 

さいがた病院（上越市） ２ ２ ２ ２ ２ 

長岡療育園（長岡市） ４ ４ ４ ４ ４ 

生 活 介 護 

あけぼの園（長岡市） ２ ２ １ ２ ５ 

あんしんｹｱｾﾝﾀｰﾊｰﾓﾆｰ（十日町市） １ ２ ２ １ ０ 

いからしの里（三条市） １ １ １ １ １ 

魚沼更生園（魚沼市） １１ １０ １０ １１ １１ 

うらら長岡（長岡市） ３ ３ ４ ４ ４ 

おうみだい（長岡市） － １ １ １ １ 

桜花園（長岡市） ２ ２ ２ ３ ３ 

ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ魚沼（魚沼市） ２ ２ ２ ２ ２ 

げじょう(十日町市) １ １ １ １ ０ 

ｺﾛﾆｰにいがた白岩の里（成人部）

（長岡市） 
３ ３ ３ ３ ３ 

サンスマイル（長岡市） ２ １ ２ ２ ２ 

信楽青年寮 らく（滋賀県） １ １ １ １ １ 

しぶみ園（長岡市） １ １ １ １ １ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾝﾗｯｸおぢや（小千谷

市） 
８ ９ ８ ７ ６ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみなみ（小千谷市） １ ４ ５ ７ ６ 

桐樹園（長岡市） １ １ １ １ １ 

長岡療育園（長岡市） ３ ２ ２ ２ ２ 

ひかり工房（小千谷市） － － － － ６ 

なないろ（魚沼市） ３ ３ １ １ １ 

ひかり学園（千葉県） １ １ １ １ １ 
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事 業 種 別 事 業 所 名 
令和 

元 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

生 活 介 護 

ひだまり工房（小千谷市） １４ １５ １４ １４ １２ 

堀之内工芸（魚沼市） ０ ２ １ ２ ２ 

マイトーラ（南魚沼市） １ １ ０ ３ ４ 

みのわの里更生園（長岡市） １ １ １ １ １ 

みのわの里療護園（長岡市） ３ ３ ３ ５ ５ 

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ王見台（長岡市） ２ ２ ２ ３ ３ 

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ王見台（療護部）（長岡市） １ １ ０ ０ ０ 

緑風園（新発田市） － １ １ １ ０ 

六花園（魚沼市） ６ ７ ７ ６ ６ 

やいろの里（魚沼市） １３ １２ １２ １１ １０ 

ようこそ（長岡市） ３ １ １ １ １ 

ゆうあい（長岡市） － １ ０ １ １ 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ紫香楽（滋賀県） １ １ １ １ １ 

熊谷（熊谷市） － － － １ １ 

施設入所支援 

いからしの里（三条市） １ １ １ １ １ 

信楽青年寮（滋賀県） １ １ １ １ １ 

県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

（新潟市） 
３ １ ０ ０ ０ 

みのわの里更生園（長岡市） １ １ １ １ １ 

みのわの里療護園（長岡市） ３ ３ ３ ５ ５ 

桐樹園（長岡市） ０ ０ ０ １ １ 

しぶみ園（長岡市） １ １ １ １ １ 

桜花園（長岡市） ２ ２ ２ ３ ３ 

コロニーにいがた白岩の里（成人

部）（長岡市） 
３ ３ ３ ３ ３ 

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ王見台（長岡市） ３ ２ ２ ３ ３ 

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ王見台（療護部） 

（長岡市） 
０ ０ ０ ０ ０ 

あけぼの園（長岡市） ０ ０ ０ １ ２ 

魚沼更生園（魚沼市） １１ １０ １０ １１ １１ 

六花園（魚沼市） ６ ７ ７ ６ ６ 

やいろの里（魚沼市） １０ ９ ９ ９ ９ 

マイトーラ（南魚沼市） １ １ ０ ３ ４ 

ひかり学園（千葉県） １ １ １ １ １ 

緑風園（新発田市） － １ １ １ ０ 

熊谷（熊谷市） － － － － １ 
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事 業 種 別 事 業 所 名 
令和 

元 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

共同生活援助 

 

共生（小千谷市） １０ ９ １０ １０ ９ 

同朋（小千谷市） ※R4.12 月 廃止 ４ ４ － － － 

そ
よ
か
ぜ 

つくし（小千谷市） １ １ １ １ １ 

わだホーム（小千谷市） ５ ５ ５ ５ ５ 

どんぐり（魚沼市） ０ ０ ０ ０ ０ 

そよかぜ（魚沼市） １ １ １ １ １ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ小千谷さくら（小千谷市） － － ５ ９ １０ 

岩塚寮（長岡市） ３ ４ ４ ４ ４ 

くるみの家（長岡市） １ １ １ １ １ 

新潟マック（長岡市）※R3.3 月 廃止 １ １ － － － 

リンク inひだまり（十日町市） ４ ４ ４ ４ ３ 

こごみ荘（十日町市） ３ ３ ５ ５ ５ 

若竹（十日町市） ２ ３ ３ ３ ４ 

ＨＡＰＰＹ（魚沼市） ２ １ １ １ １ 

和楽（滋賀県） １ １ １ １ １ 

まつぼっくり（十日町市） １ １ １ １ １ 

ともる（長岡市） １ １ １ ０ ０ 

越路ホーム（長岡市） １ １ １ ０ ０ 

ちいきてらす新潟中央（新潟市） － － １ １ １ 

ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰﾎｰﾑ新潟津島屋（新潟市） － － ３ ２ ２ 

ぶどうの森 長岡（長岡市） － － １ １ １ 

上除寮（長岡市） － － － １ １ 

りんく長岡（長岡市） － － － １ ２ 

ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰﾎｰﾑ長岡西津町（長岡市） － － － １ １ 

ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰﾎｰﾑ新発田本田（新発田市） － － － １ ０ 

グループホーム シンフォニー（長岡市） － － － － １ 

自 立 訓 練 
（機能訓練） 

県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

（新潟市） 
３ １ ０ ０ ０ 

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ王見台（長岡市） １ ０ ０ ０ ０ 

自 立 訓 練 

（生活訓練） 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ小千谷さくら（小千谷市） ５ ６ ４ ３ ３ 

サンスマイル（長岡市） １ １ １ ０ ０ 

うらら長岡（長岡市） ２ ３ ３ ２ １ 

太陽・大地の家（南魚沼市） １ １ １ ０ ０ 

エンゼル妻有（十日町） １ ０ ２ ３ ２ 

なないろ（魚沼市） － １ １ １ ０ 

宿 泊 型 

自 立 訓 練 

うらら長岡（長岡市） ２ １ ２ ２ １ 

サンスマイル（長岡市） １ １ １ ０ ０ 
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事 業 種 別 事 業 所 名 
令和 

元 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

宿 泊 型 

自 立 訓 練 
エンゼル妻有（十日町市）  １  ０  ２  ３  ２ 

就労移行支援 

ひかり工房（小千谷市） ８ ９ ６ ６ ３ 

スリージョブながおか（長岡市） 
※R4.4 月 工房はくさんから名称変更 

１ ３ ３ ４ ５ 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰのっぺ（長岡市） ０ ０ ０ ０ ０ 

湯之谷工芸（魚沼市） ０ ０ ０ ０ ０ 

Oneながおか（長岡市） － １ ０ ０ ０ 

ﾌﾛﾝﾃｨｱﾘﾝｸ新潟ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ（新潟市） － － １ １ ０ 

アルファスブライト 長岡教室（長岡市） － － － － １ 

就労継続支援 

（ A 型 ） 

魚沼わさび苑（魚沼市） ０ ０ ０ ０ ０ 

ｱﾙﾌｧｽﾌﾞﾗｲﾄ第1事業所（長岡市） 
※R4.3月 ｱﾙﾌｧｽﾌﾞﾗｲﾄから名称変更 

５ ３ ２ １ １ 

ｱﾙﾌｧｽﾌﾞﾗｲﾄ第2事業所（長岡市） ３ ４ ４ ４ ４ 

ｽﾉｰﾋﾟ-ｸｳｪﾙ（見附市） １ １ １ ０ ０ 

ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞｳｪﾙ長岡（長岡市） １ ２ ２ ２ １ 

和島トゥー・ル・モンド（長岡市） － － １ １ １ 

就労継続支援 

（ B 型 ） 

ひかり工房（小千谷市） ３２ ３１ ３２ ３１ ２６ 

ひだまり工房（小千谷市） １１ １１ １０ １０ １１ 

さつき工房（小千谷市） ２８ ３１ ３１ ３１ ２８ 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ小千谷さくら（小千谷市） １５ １５ １５ １５ １３ 

ワークショップ想（小千谷市） － － １１ １６ １８ 

工房こしじ（長岡市） １ １ １ １ １ 

工房ますがた（長岡市） １ １ １ １ １ 

ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜（長岡市） １ １ １ １ １ 

わかあゆ社（魚沼市） １ １ １ １ １ 

なないろ（魚沼市） ０ ０ ０ １ ０ 

堀之内工芸（魚沼市） ２ ２ ２ ２ ２ 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰあんしん（十日町市） ３ １ ５ ５ ６ 

エンゼル妻有（十日町市） ０ ０ ０ ０ ０ 

工房ぼちぼち（十日町市） ７ ７ ９ １０ ８ 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ紫香楽（滋賀県） ０ ０ ０ ０ ０ 

しぶみの家（十日町市） １ １ １ １ １ 

ﾜｰｸｾﾝﾀｰのっぺ（十日町市） １ １ ２ １ １ 

のぞみの家（長岡市） ０ ０ １ １ １ 

希望の家（長岡市） ０ ０ ０ １ １ 

ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜（長岡市） － － － － １ 
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事 業 種 別 事 業 所 名 
令和 

 元 
令和 

 ２ 
令和 

 ３ 
令和 

 ４ 
令和 

 ５ 

就労定着支援 

スリージョブながおか（長岡市） 
※R4.4月 工房はくさんから名称変更 

２ ２ ２ ２ ５ 

ｱﾙﾌｧｽﾌﾞﾗｲﾄ第 1 事業所（長岡市） 
※R4.3月 ｱﾙﾌｧｽﾌﾞﾗｲﾄから名称変更 

－ ３ ２ ３ ２ 

地域移行支援 ひかり工房（小千谷市） ０ ０ ０ １ １ 

相 談 支 援 
（サービス等利用計画） 

小千谷市社会福祉協議会 

（小千谷市） 
８７ ８６ ８６ ８８ ８８ 

ひかり工房（小千谷市） ８９ ９８ １０２ １０３ １０２ 

小千谷さくら（小千谷市） ７３ ７２ ７２ ７３ ８４ 

あおぞら（十日町市） ０ ０ １ ０ ０ 

ひかり（千葉県） １ １ １ １ １ 

うろむろ（滋賀県） ２ ２ ２ ２ ２ 

ちいきてらす相談支援センター（新潟市） － － １ １ １ 

相談支援事業所わしま（長岡市） － － １ １ １ 

ふくろう生活サポートセンター（深谷市） － － － － １ 

相談支援センターふかさわ（長岡市） － － － － １ 

児童発達支援 

あすなろ（長岡市） １ １ １ ２ １ 

コペルプラス（長岡市） － １ ２ ２ ２ 

長岡療育園通園センター（長岡市） １ ２ ０ ０ ０ 

柿が丘学園（長岡市） １ １ ０ ０ ０ 

銀河（長岡市） ０ ０ １ １ １ 

ユニコーン（長岡市） － － － １ １ 

あすなろキャンバス（長岡市） － － － １ １ 

放課後等デイサ

ー ビ ス 

おぢや童夢（小千谷市） １７ １７ １４ １３ １５ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾝﾗｯｸおぢや（小千谷

市） 
１ ３ ３ ４ ５ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみなみ（小千谷市） １ ６ ７ ７ ７ 

ひよしの家（小千谷市） １ １ １ １ ２ 

ユニコーン（長岡市） － ５ ５ ２ ２ 

ユニコーンこしじ教室（長岡市） － － ６ ７ ７ 

げじょう（十日町市） １ １ １ １ １ 

あすなろ（長岡市） － － ５ ７ ８ 

あすなろくれよん（長岡市） － － １ １ ０ 

あすなろキャンバス（長岡市） － － － １ ４ 

コペルプラス長岡教室（長岡市） － － － － １ 

保 育 所 等 

訪 問 支 援 
コペルプラス（長岡市） － － － ２ １ 
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第７節 小千谷市障害者支援センター 

 
 本市は、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、障

害者支援センターを設置しています。 

 

（１）さつき工房 

【 施設の概要 】 

事 業 の 種 類 就労継続支援Ｂ型事業、地域活動支援センター事業 

運 営 主 体 社会福祉法人小千谷市社会福祉協議会  

所  在  地 新潟県小千谷市上ノ山１丁目２番１５号 

敷 地 面 積 ８９０．８１㎡ 延床面積 ３４９．３５㎡ 

規 模 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て 

電 話 番 号 ０２５８－８２－０４０３ FAX 番号 ０２５８－８２－０４３０ 

 

【 事業の概要 】 

 開設日・時間 定員 

就労継続支援Ｂ型 月曜日～金曜日 ９：００～１６：３０ ２０人 

地域活動支援センター 火曜日～土曜日 ９：００～１６：００ １０人 

 

【 利用状況 】                      （各年度３月３１日現在／単位：人） 

 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

就労継続支援Ｂ型 ２９ ３１ ２９ ２７ ２８ 

 
 

【 就労継続支援Ｂ型出身地状況 】            （令和６年３月３１日現在／単位：人） 

 小 千 谷 市 長 岡 市 計 

実利用者数 ２７ １ ２８ 

 

【 地域活動支援センター事業（基礎事業）利用状況 】 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12 月 １月 ２月 ３月 

開 所 日 数 20 19 22 21 22 21 21 20 20 20 20 21 

利 用 延 人 数 108 102 128 112 110 117 119 101 111 123 118 127 

実利用者数 
者 21 14 19 18 18 16 18 13 18 20 16 21 

児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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第１節  高齢者人口と世帯の現況  
 

 

 令和６年４月１日現在の総人口は、３２，９４２人で昨年同期に比べ５１５人減少しま

した。また、高齢者人口（６５歳以上の人口）は、１２ ,０１４人で４５人減少しました。  

高齢化率（総人口に占める６５歳以上の人口の割合）は上昇傾向が続いており、令和６

年４月１日現在、３６．５%となっています。  

 

 

（１）高齢者人口の推移  

（各年４月１日現在）  

年   

区分  

平成 

２７ 

平成 

２８ 

平成 

２９ 

平成 

３０ 

平成 

３１ 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

令和 

６ 

総  人  口  

(人 ) 
37,471 36,957 36,454 35,995 35,507 34,883 34,318 33,934 33,457 32,942 

６５歳  

以上 (人 ) 
11,580 11,758 11,836 11,912 12,024 12,070 12,102 12,100 12,059 12,014 

高齢化率  

(％ ) 
30.9 31.8 32.5 33.1 33.9 34.6 35.3 35.7 36.0 36.5 

 

 

（資料：住民基本台帳人口）  

 

（人） 総人口と高齢者人口の推移

11,580 11,758 11,836 11,912 12,024 12,070 12,102 12,100 12,059 12,014

25,199 24,618 24,083 23,483 22,813 22,216 21,834 21,398 20,928

37,471 36,957 36,454 35,995 35,507 34,883 34,318 33,934 33,457 32,942

25,891
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（２）高齢者人口の比較 

（令和５年１０月１日現在） 

区  別 

 

総 人 口 

（人） 

＊参考 

６０歳以上 
６５歳以上 ７５歳以上 

人口（人） 比率(％) 人口（人） 比率(％) 人口（人） 比率(％) 

全  国 124,430,000 43,750,000 35.2 36,220,000 29.1 20,080,000 16.1 

新 潟 県 2,126,276 850,331 40.5 713,567 34.0 388,167 18.5 

市  計 2,056,005 818,068 40.3 686,185 33.8 373,092 18.4 

郡  計 70,271 32,263 46.1 27,382 39.1 15,075 21.6 

小千谷市 32,700 14,083 43.3 12,035 37.0 6,659 20.5 

 

資料：全 国･･･総務省統計局「人口推計月報」（概算値） 

新潟県･･･新潟県総務管理部統計課「新潟県推計人口」 

 

 

注：１）推計人口とは、国勢調査の人口を基にその後の人口異動等を加除し推計した人口であり、住民

基本台帳人口とは一致しない。 

２）全国数値は「概算値」あり、人口の万人単位未満は四捨五入してあるため、合計の数字と内訳

の計が一致しない場合がある。 

  ３）新潟県内の人口比率は、総人口から年齢不詳を除いた人口に占める比率である。 

高齢化率の比較

37.0

33.8

34.0

29.1

39.1

小千谷市

郡計

市計

新潟県

全国

    

（％） 
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（３）高齢者世帯の状況 

（各年４月１日現在の高齢者現況調査による） 

区分 

 

 

 年度 

全  世 

帯  数 

（Ａ） 

計 ひとり暮らし世帯 高齢者のみの世帯 
高齢者と障がい者 

のみの世帯 

高齢者と児童 

のみの世帯 

世帯数 

（Ｂ） 

比  率 

(Ｂ／Ａ) 

世帯数 

（Ｃ） 

比  率 

(Ｃ／Ａ) 

世帯数 

（Ｄ） 

比  率 

(Ｄ／Ａ) 

世帯数 

（Ｅ） 

比  率 

(Ｅ／Ａ) 

世帯数 

（Ｅ） 

比  率 

(Ｅ／Ａ) 

平成２７ １２,７５０ ２,１６０  １６.９    ９３８   ７.４ １,２０６    ９.５   １６ ０.１３    ０ ０ 

平成２８ １２,７４３ ２,２７７  １７.９ １,０１８   ８.０ １,２４４    ９.８   １５ ０.１２    ０ ０ 

平成２９ １２,７２３ ２,４０８  １８.９ １,０９２   ８.６ １,３０１  １０.２   １５ ０.１２    ０ ０ 

平成３０ １２,７４４ ２,４４７  １９.２ １,１２１   ８.８ １,３１２  １０.３   １４ ０.１１    ０ ０ 

平成３１ １２,７０６ ２,５６５  ２０.２ １,１６８   ９.２ １,３８１  １０.９   １６ ０.１３    ０ ０ 

令和 ２ １２,７０１ ２,６７３  ２１.０ １,２３９   ９.８ １,４１６  １１.１   １８ ０.１４    ０ ０ 

令和 ３ １２,６３５ ２,７８９  ２２.１ １,３１４  １０.４ １,４６０  １１.６   １５ ０.１２    ０ ０ 

令和 ４ １２,７４０ ２,８２８ ２２.２ １,３６１ １０.７ １,４４８  １１.４   １８ ０.１４    １ ０.０１ 

令和 ５ １２,８９９ ２,８８２ ２２.３ １,４０９ １０.９ １,４５１  １１.３   ２１ ０.１６    １ ０.０１ 

令和 ６ １２,９９１ ２,９７２ ２２.９ １,４７９ １１.４ １,４７３  １１.３   １９ ０.１５    １ ０.０１ 

＊ 高齢者のみの世帯とは    … ６５歳以上の者のみで構成される世帯をいう。 

＊ 高齢者と児童のみの世帯とは … ６５歳以上の者と１５歳未満の児童のみで構成される世帯をいう。 

＊ 令和２年度は感染症拡大防止のため、６月１日現在にて調査を実施。 
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第２節 在宅福祉サービス等の実施状況 
（１）在宅支援事業等 

 

（ア）在宅生活支援事業 

 

① 除雪援助事業 

労力的にも経済的にも、自力での除雪が困難な高齢者世帯等に対して、冬期間の生活の安全確 

保と自立した生活の支援を行うため、除雪経費の一部を援助しています。対象世帯に助成金相当

の「雪おろしサービス券」を交付し、除雪経費の一部を市が負担します。 

 

【 除雪援助事業の利用状況 】 

区分    年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

対象世帯数（世帯） ２９８ ３４０ ３５２ ３８７ ３７２ 

実施世帯数（世帯）   ６ ３０３ ３２２ ３２９  ４４ 

  

 

② 通院等支援サービス事業 

介護保険の認定を受け、一般の交通機関を利用しての外出が困難な市民税非課税の方を対象に、

在宅福祉サービス提供施設への通所又は医療機関への通院時にタクシーを利用した場合に運賃

を一部負担しています。 

また、自宅から市役所までの距離に応じ交付枚数が加算され、要介護１から２までは５００ 

円分の２４～３６枚綴り、要介護３から５までは５００円分の４８～６０枚綴りの外出支援サ 

ービス利用券が交付されます。 

 

【 外出支援サービスの利用状況 】 

区分   年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

介 護 度 別 
要介護 

1～2 

要介護 

3～5 

要介護 

1～2 

要介護 

3～5 

要介護 

1～2 

要介護 

3～5 

要介護 

1～2 

要介護 

3～5 

要介護 

1～2 

要介護 

3～5 

対象者数（人） 161 181 128 159 161 181 128 159 163 167 

利用延回数（回） 1,260 1,490 854 1,023 1,260 1,490 854 1,023 971 962 

使 用 率（％） 61.02 46.59 62.61 44.34 61.02 46.59 62.61 44.34 59.82 46.44 

 

 

③ 生活管理指導短期宿泊サービス事業 

６５歳以上の介護保険の認定に該当しない高齢者で日常生活に不安のある方を、短期間の施 

設入所により、基本的生活習慣を習得させ家庭復帰を図っています。１回当たり７日以内で年 

間２回まで利用できます。平成２３年度以降、利用者はいません。 

 

  

④  福祉電話の設置 

電話を持たないおおむね６５歳以上で所得税非課税のひとり暮らし高齢者等の世帯に対し、 

電話を設置しています。令和６年３月３１日現在、設置者はいません。 

 

 

 

 

 

 



【第４章 高齢者の福祉】 

52 

 

⑤  見守り相談装置の貸与 

常時見守りが必要な６５歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、２４時間対応の見守り相談 

装置を貸与しています。電話回線に機器を取り付け、市の委託業者が２４時間体制で緊急時の

対応を行います。  

市民税非課税世帯は利用料が無料、市民税課税世帯は利用料の自己負担があります。 

 

【 見守り相談装置の貸与状況 】 

区分      年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

年度末貸与台数（台） １１５ １１５ １０６ １０９ １１２ 

 

 

⑥  火災警報器の給付 

おおむね６５歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等の世帯に、火災警報器を給付していま 

す。見守り相談装置に火災センサーも設置されていることから、平成２２年度以降、火災警報 

器の給付はありません。 

   

 

⑦  高齢者住宅整備費補助金交付事業 

高齢者の専用居室を増築又は改築して高齢者の住居環境を改善するための費用の助成を行 

っています。 

 

【 補助条件 】 

対 象 者 
おおむね６５歳以上の介護保険の認定を受けた高齢者で、世帯の前年の総収入が 

６００万円未満の者 

対 象 経 費 
①居宅又は廊下等の改造 ②便所の改造 ③浴室の改造 ④玄関の改造 

⑤段差解消機又は階段昇降機の設置 ⑥ホームエレベーターの設置 

補助基準額 ３００千円（ただし、対象経費が３００千円を下回った場合は、その金額） 

補 助 金 額 

補助基準額に下記の世帯区分に応じた補助率をかけた額 

世帯区分  ・ 補 助 率 

生 活 保 護 世 帯 ・ １０／１０ 

所得税非課税世帯 ・  ３／４ 

そ の 他 の 世 帯 ・  １／２ 

 

 

【 補助状況 】 

年度   区分 件数 対象経費（円） 補助基準額（円） 補助金交付額（円） 

令和 元 ５ ３,６４４,８３２ １,００７,５８０ ６４０,０００ 

令和 ２ ７ ３,１１２,６６０ １,８３１,０６０ １，１９２，０００ 

令和 ３ ２ １,１５６,９６０ ５２８,０１０ ３７８,０００ 

令和 ４ ４ １,９５６,８３２ ８６５,５８２ ５７３,０００ 

令和 ５ ４ ９２２,８００ ６９２,１００ ６９２,０００ 
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（イ）生きがい活動支援通所事業 

高齢者の定期的な通いの場として、身近な集会所を会場に、介護予防の啓発や生きがい対策 

につながる内容で開催しています。 

 

【 生きがい活動支援事業の実施状況 】                     

年度     区分 実施団体数 会場数 年度末登録者数 利用延日数 利用延人員 

令和 元 １０団体 ２７ヶ所      ９４６人  １，６００日  １９，４４３人 

令和 ２ １０団体 ２７ヶ所      ９３７人  １，３７０日  １５，５４２人 

令和 ３ １０団体 ２７ヶ所      ８３０人  １，４５９日  １７，３１８人 

令和 ４ １０団体 ２８ヶ所      ７９８人  １，４８８日  １７，９１９人 

令和 ５ １０団体 ２６ヶ所      ７７２人  １，５４８日  １８，４８５人 

＊令和元年度…２～３月は感染症拡大防止のため縮小や休止 

＊令和２年度…４～５月は感染症拡大防止のため休止 

＊令和３年度…８月及び１～３月は感染症拡大防止のため一部休止 

＊令和４年度…７～９月は感染症拡大防止のため一部休止 

 

 

（ウ）家族介護支援事業 

① 家族介護用品支給事業 

要介護３以上に認定され、市民税非課税世帯に属する高齢者を在宅で介護している方に対し、

介護衛生用品を購入できる１,０００円券３６枚綴の給付券を交付しています。 

 

【 家族介護用品支給事業の利用状況 】 

区分    年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

対象者数（人） ６０ ６４ ６４ ６３ ６３ 

 

 

② 介護手当の支給 

要介護３以上の認定を受けた高齢者を在宅で介護している方に、月額８,０００円支給してい

ます。 

 

【 介護手当の支給状況 】 

 年度     区分 受給者数（人） 支給月数（月） 支給総額（千円） 

令和 元 ４５４ ２,７３２ ２１,８５６ 

令和 ２ ３９８ ２,６０３ ２０,８２４ 

令和 ３ ３２１ ２,４７５ １９,８００ 

令和 ４ ３４０ ２,４２３ １９,３８４ 

令和 ５ ３７２ ２,４６９ １９,７５２ 
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（２）高齢者福祉推進事業 

 

① 老人クラブへの補助金の交付 

  老人クラブの活動を促進するため、補助金を交付しています。 

 

【 老人クラブ実施状況 】 

区分    年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

クラブ数      ７４      ７２      ７１       ６９       ６５ 

会員数（人）  ３，８１４  ３，５８８  ３，３９４   ３，２３７  ３，０４５ 

 

② 敬老会補助金の交付 

高齢者の生きがいづくり、高齢者を敬う地域社会を醸成するため、町内会等で開催される敬

老会に対し、令和５年度からは７５歳以上の高齢者１人につき式典の開催の場合は２，０００

円、祝い品のみ贈呈の場合は１，５００円の補助金を交付しています。 

 

【 敬老会開催状況 】 

区分    年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

開催会場数      ６５      ６４       ６５       ６６       ６６ 

対象者数（人）  ６，６０５  ６，４７０   ６，４４８   ６，７９５  ６，９９４ 

 

③ 長寿者に対する祝い 

長年、地域・社会に貢献してこられた労をねぎらい、長寿をお祝いするため、１００歳（百寿）

及び８８歳（米寿）の方を対象に祝い品を贈呈しています。 

 

【 祝い該当者の状況 】 

区分    年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

１００歳（人）   ２９   ２４   ２２     ２７     １８ 

８８歳（人）  ２３５  ２７７  ２６８   ２５５   ３１８ 

 

④ 難聴者補聴器購入費助成事業 

     聴力低下者のコミュニケーション能力の向上を図ることで、認知症やうつ病の発症リスクを

低減させるために、補聴器の購入に要する費用を助成しています。 

     ・生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属するもの：購入費の額（助成上限額 50,000円） 

     ・市民税課税世帯に属するもの       ：購入費の額×1/2（助成上限額 30,000円） 

 

【 助成状況 】                        ※令和４年４月１日から実施 

区分    年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

生活保護世帯又は市民税

非課税世帯（人） 
  ―   ―   ―     ２０     ２０ 

市民税課税世帯（人）   ―   ―   ―    ５０    ６３ 

 

⑤ 老人憩の家設置、運営 

高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーション提供の場として、市内に１ヶ所設置し 

ています。趣味の会等の定期的な利用のほか、生きがい活動支援通所事業や高齢者学級等の会 

場として活用しています。 

・老人憩の家 白寿荘（ 小千谷市旭町１３番８号 電話：８２－８５１０ ） 
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第３節 地域包括支援センター運営事業 （平成２５年度から小千谷市社会福祉協議会へ委託） 

 

（１）総合相談支援業務 
 

年 度 件 数（件） 実人数（人） 

令和 元 １,４１４  ５５９ 

令和 ２ １,８９６  ５５０ 

令和 ３ １,９３０  ６１７ 

令和 ４ ２,６２４  ６７０ 

令和 ５ ２,８１１  ７５１ 

 

（２）権利擁護業務 
 

年 度 虐待相談（延件数） 虐待認定者（人） 権利擁護相談（延件数） 

令和 元 １４３ ７   ８６ 

令和 ２ ９６ ０ ２０６ 

令和 ３ １３４ ５ １５７ 

令和 ４ １１４ ７ ３６９ 

令和 ５ １４８ ９ ３１６ 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（ア）介護支援専門員支援 

年 度 ケース検討・相談（件） 保険者協議（件） 研修企画等(回) 

令和 元 ５７ ２７ １０ 

令和 ２ ３２ １０ １０ 

令和 ３ ４６ １１  ８ 

令和 ４ ４８  ６  ７ 

令和 ５ ５７  ９  ９ 

 

（イ）地域包括ケア会議 

年 度 地域包括ケア会議（回） 地域ケア会議（回） 

令和 元 ６ ４ 

令和 ２ ６ １ 

令和 ３ ５ １ 

令和 ４ ６ ０ 

令和 ５ ６ ２ 

 

（ウ）関係機関連携                               単位:件 

年 度 
民生委員・ 

町内会等 
医療機関 施 設 

居 宅 介 護 

支援事業所 
サービス 

事 業 所 
職能関係 そ の 他 合 計 

令和 元   ３ ２５  ０    ３  ３ ２１ １０９ １６４ 

令和 ２ １２  ７  ６  １８  ５   ６ １１８ １７２ 

令和 ３ １０  ７  ５ １５  １   ８ ２００ ２４６ 

令和 ４  ７ １３  ０  ４  ２   ５ １８０ ２１１ 

令和 ５  １ １８  ２  １  ２   ９ １６４ １９７ 
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第４節 地域支援事業 

 
（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

（ア） 介護予防・生活支援サービス事業 

 

【訪問型サービス】  

事 業 名 事業概要 
年 度 

令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

現行相当サー

ビス 

介護保険事業所に

よる訪問型サービ

ス 

延３３２件 延３３４件 延４０７件 延３８６件 延３０７件 

サービス A   

緩和した基準によ

る訪問型サービス
（介護保険事業所） 

延２０３件 延１８６件 延１８２件 延１６２件 延１５１件 

緩和した基準によ

る訪問型サービス

（民間事業所） 

  延８５件   延２７件     ０件     ０件     ０件 

サービス C 

訪問型介護予

防事業 

認知症、うつ、閉じ

こもり等の方に専門

職による定期訪問の

実施 

  実４人 

 延３８人 

  実３人 

 延３１人 

  実３人 

 延２４人 

  実４人 

 延３１人 

  実４人 

 延２０人 

 

【通所型サービス】  

事 業 名 事業概要 
年 度 

令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

現行相当サー

ビス 

介護保険事業所に

よる通所型サービ

ス 

延９９６件 延８９９件 延８７０件 延８６２件 延１,１５０件 

サービス A   
緩和した基準によ

る通所型サービス 
延１８２件 延１９４件 延１９６件 延１０７件 延１０４件 

サ ー ビ ス B 

生きがい対応型デ

イサービス（デイ

ホーム） 

 実１８人 

延４６８人 

 実１３人 

延２５７人 

 実１４人 

延３２８人 

 実１６人 

延３６６人 

 実１５人 

延４６０人 

サービス C 

運動器の機能

向上事業 

理学療法士の指導

と機器を利用した

筋力向上の運動教

室 

  ６コース 

  延６６回 

  実５４人 

延５３４人 

  ４コース 

  延４４回 

  実３４人 

延３５１人 

  ５コース 

  延３７回 

  実３２人 

延２４１人 

  ４コース 

  延４４回 

  実２６人 

延２４０人 

  ５コース 

  延５５回 

  実３２人 

延３１８人 

プールを活用した

運動教室 

  ２コース 

  延２２回 

  実１５人 

延１４５人 

  ２コース 

  延２２回 

  実１１人 

延１０３人 

中止 

（施設休館

期間あり） 

 ２コース 

  延２２回 

    実７人 

  延６０人 

 ２コース 

  延２２回 

    実７人 

  延５６人 

サービス C 

口腔機能向上

事業 

口腔ケアの習慣

化、咀嚼力、嚥下

力の向上教室 

＜集団＞ 

  ２コース 

    延６回 

  実２９人 

  延７１人 
＜個別＞ 

    実５人 

  延１２人 

＜集団＞ 

  ２コース 

    延６回 

  実１０人 

  延２２人 
＜個別＞ 

    実１人 

    延２人 

＜集団＞ 

  ２コース 

    延５回 

   実６人 

  延１３人 
＜個別＞ 

    実２人 

    延６人 

＜集団＞ 

  ２コース 

    延６回 

   実７人 

  延１７人 
＜個別＞ 

    実０人 

    延０人 

＜集団＞ 

  ２コース 

    延６回 

  実１８人 

  延４７人 
＜個別＞ 

    実２人 

    延６人 
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（イ） 一般介護予防事業 

事 業 名 事業概要 

年  度 

令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

介護予防把握事

業 

生活機能調査票

による事業対象

候補の把握 

１，０５４人 
３６７人 

（＊１） 

３８２人 

（＊１） 

３３４人 

（＊１） 

３７０人 

 （＊１） 

介護予防普及啓

発事業 

口腔ケア教室 
２３回 

延３３０人 

１３回 

延２１３人 

１９回 

延２４０人 

１６回 

延２３９人 

１９回 

延２９１人 

栄養改善教室 
１８回 

延２９６人 

２１回 

延２８３人 

１９回 

延２１５人 

２２回 

延３１８人 

２１回 

延３２６人 

介護予防体操実

践講座 

６９回 

延１，３３０

人 

７２回 

延１，０５８

人 

５３回 

延７５５人 

５８回 

延８２４人 
６４回 

延１,０３５人 

転倒予防講座 
３３回 

延５５７人 

８回 

延１５４人 

７回 

延１６５人 

１１回 

延２４８人 

１９回 

延３４５人 

認知症予防講座 
２１回 

延２９１人 

２２回 

延２９１人 

３０回 

延３２０人 

２２回 

延２８６人 

１３回 

延１７４人 

フレイル予防講

座 

 ３１回 

延６８６人 

２４回 

延２４０人 

２３回 

延２７８人 

２３回 

延３２６人 

１４回 

延２１９人 

介護予防相談会 

看護師による健

康相談、筋力スコ 

アー測定 

４４回 

延３８０人 

４３回 

延４０７人 

３６回 

延３２８人 

４０回 

延３６０人 

４２回 

延３２３人 

フレイル予防事

業 

健康教育と 

介護予防相談 
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

延１０回 

延１１６人 

認知症予防と介

護の市民講座 

認知症の啓発の

ための講演会 

１回 

１８６人 

中止 

（＊２） 

中止 

（＊２） 

１回 

１３６人 

１回 

１０７人 

認知症高齢者見

守り隊講座 

傾聴ボランティ

アの育成 

 ３回 

実４４人 

延８１人 

中止 

（＊２） 

２回 

実４０人 

延５６人 

３回 

実２３人 

延４０人 

３回 

実２２人 

延４３人 

もの忘れ心配相

談室（＊お年寄りの

心の相談会) 

認知症地域支援

推進員による月

１回の相談 

＊３回 

５人 

６回 

９人 

１４回 

１８人 

１１回 

１４人 

８回 

１０人 

地域介護予防活

動支援事業 

デイホーム等関

係者等の研修 

１回 

１３８人 

４回 

８５人 

（＊３） 

４回 

６４人 

４回 

６７人 

５回 

９９人 

地域リハビリテ

ーション活動支

援事業 

創作活動実践講

座 

９回 

延１２５人 

２回 

延９人 

（＊４） 

中止 

（＊２） 

中止 

（＊２） 

９回 

延１４５人 

転倒予防実践講

座 
＊＊ 

中止 

（＊４） 

中止 

（＊２） 

中止 

（＊２） 

３回 

延３２人 

（＊１）   生活機能が低下した該当者を総合事業や介護予防事業へつなげるため、７５歳から８４歳の要支 

援・要介護認定を受けていない人で、市の検診の未申込者に実施 

（＊２）  感染症拡大防止のため中止 

（＊３）   住民主体の介護予防活動育成・支援のため、「新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じた 

デイホーム活動のあり方」、「デイホーム食事提供学習会」等を実施 

（＊４）   感染症拡大防止のため、作業療法士による「創作活動実践講座」は８回中止、理学療法士に

よる「転倒予防実践講座」は２６回全て中止 
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（２）包括的支援事業・任意事業 

（ア）認知症施策 

事 業 名 事業概要 

年  度 

令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

認知症対策推進

検討会議 

実態共有と課題・対策の

検討及び推進 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

認知症徘徊模擬

訓練 

認知症への理解と支援

体制の整備 
７６人 

中止 

（＊５） 
７４人 ５４人 ６３人 

認知症ガイド

（ケアパス）配布 

認知症支援ガイドの作

成と活用 

２,２００

部 

２,２００

部 

２,２００

部 

２,３００

部 

２,４００

部 

認知症初期集中

支援 

認知症サポート医等専門

職チームがとなり、認知症

の早期介入・支援 

１回 １回 ２回 １回 ２回 

認知症カフェ 
本人、家族、地域、専門

職等のつながりを支援 

４０回 

４５３人 

１０回 

６９人 

（＊６） 

１０回 

９６人 

（＊７） 

２２回 

１４９人 

４０回 

４０３人 

認知症見守り事

業（年度末人数） 

認知症による徘徊の早期

発見・保護のための事前登

録制度と見守りステッカ

ーの交付 

＊＊ ＊＊ 
登録１４人 

交付１４人  

登録２２人 

交付２２人 

登録２４人 

交付２４人 

（＊５）  感染症拡大防止のため中止 

（＊６）  感染症拡大防止のため、３か所は休止 

（＊７）  感染症拡大防止のため、１か所は休止 

 

 

（イ）在宅医療・介護連携 

事業名              年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

在宅医療介護連携協議会 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

多職種連携研修会    ９７人 
Web研修 

9か所 

  Web研修 

６４人 

  Web研修 

７５人 

  Web研修 

６１人 

市民への啓発講演会   
１回 

１３３人 

中止 

（＊８） 

中止 

（＊８） 

中止 

（＊８） 

１回 

１３３人 

在宅医療・介護連携相談支援 ２６件 ２０件 ２３件 ２２件 １６件 

入退院支援勉強会 ＊＊ ＊＊ 
Web研修 

１０６人 

Web研修 

１０８人 
中止 

（＊８）  感染症拡大防止のため中止 

 

 

（ウ）生活支援サービスの体制整備 

区分                 年度 令和元  令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

第１層生活支援協議体（箇所）     １      １     １     １     １ 

第２層生活支援協議体（箇所） ５    ６     ６     ５ ５ 

第１層生活支援コーディネーター（人数）    １人    １人      １人   １人   １人 

第２層生活支援コーディネーター（人数）    ９人    ９人     ９人  １０人  １０人 
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主な活動 

 ・生活支援コーディネーターとの事務局会議、情報交換会の開催   

 ・第１層生活支援協議体会議の開催                   

 ・町内会等との情報交換会への出席         

 ・地域における支え合いマップ ～生活支援編～ の活用促進 

・町内会等各種団体への普及啓発 

・各地域の月報、広報紙による普及啓発 

・地域課題に向けた取り組み 

 
（エ）介護予防のための地域ケア個別会議   年６回  

     事例検討を通して、介護保険サービスに関わる関係者が、多職種（理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士）の専門領域の助言により、ケアマネジメント

の視点やサービス提供に対する知識等を習得し、地域課題の発見や解決策の検討につなげます。 

 

 

（オ）成年後見制度利用支援事業 

     成年後見制度の利用が有効と認められる認知機能の低下がある方に対し、市長が審判請求の 

支援をすることや、申立費用の助成、後見人等の報酬等必要経費の全部又は一部を補助します。 

 

【 支援の種類別実施状況 】                           

種別         年度 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

市長による審判請求申立 ０件 ３件 ２件 １件 ２件 

申立費用の助成 
件数 

助成額 

０件 

－ 

０件 

－ 

０件 

－ 

０件 

－ 

０件 

－ 

後見人等に対する

報酬の助成 

件数 

助成額 

１件 

216,000円 

２件 

288,000円 

２件 

432,000円 

２件 

288,000円 

３件 

486,000円 

 

 

第５節 老人医療費助成事業 
 

市内に住所を有する６５歳から６９歳までの方に対して、医療費の自己負担額を助成しています。 

 

（１）助成対象者  

１  常時ひとり暮らしの方  

２  常時ねたきり状態の方  

※合計所得金額が１３５万円を超える方は除く  

 

（２）助成状況  

（令和５年度）  

 

区 分  

 

種 別  

受 給 資 格 者  （人）  医  療  費  支  給  

備  考  前  年

度  末  

本 年 度  

年度末  
(延 )件数  

（件） 

金  額  

（円）  認 定  取 消  

国民健康保険  １１   ３   ５   ９  １６０  ２４４,０９２ 現物給付分  

被 用 者 保 険   ０   ０   ０   ０    ０       ０ 現物給付分  

償     還 ― ― ― ―   １０   ５７,１３２ 償 還 分 

計   １１   ３   ５   ９  １７０  ３０１,２２４  
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第６節 養護老人ホームの措置状況 
 

（各年３月３１日現在／単位：人） 

区分                    年 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 

小 千谷 市養 護老人 ホー ム  ４４  ４１  ４０   ３９   ３９ 

胎 内 や す ら ぎ の 家   ２   ２   ２     ２     １ 

計  ４６  ４３  ４２    ４１    ４０ 

 

 

施 設 種 別 入   所   要   件 

養護老人ホーム 

 ６５歳以上の高齢者であって、身体が衰えている、家庭の事情などにより居

宅において生活することが困難な方が入所できます。ただし、ねたきりの方は

入所できません。 

 なお、入所は収入の少ない方（市民税所得割非課税）に限られます。 

 

 

第７節  小千谷市養護老人ホームの状況 
 

（１） 施設の概要 

 

・入所定員                ５０人 

・敷地面積           ２,３６２.２４㎡ 

・鉄筋コンクリート２階建 

・建物延べ面積         １,６５１.１０㎡ 

・職員 

                  （令和６年３月３１日現在／単位：人） 

園

長 

（
内 

臨
時
職
員
） 

生
活
相
談
員 

（
臨
時
職
員
） 

事

務

員 

（
臨
時
職
員
） 

看

護

師 
 

 

栄

養

士 

（
内 

パ
ー
ト
） 

（
内 

臨
時
職
員
） 

支

援

員 

（
パ
ー
ト
）

管

理

員 
 

（

パ

ー

ト

） 

宿
直
介
護
補
助
員 

嘱

託

医

師 

合

計 

１   2（1）   1（1）   1（1） １ 11（2）（5）   1（1）   4（4） １ ２３ 

 

（２） 施設の沿革 

 

・昭和１３年１２月２５日  小千谷町２５５番地（稲荷町）にて、小千谷教護院として創設。 

・昭和２４年 ８月１０日  小千谷町大字薭生甲１２１９番地（山寺）に移転し、定員３０人で、 

             町立小千谷養老院として再出発。 

・昭和２５年 ９月 １日  １棟増設し定員４５名となる。 

・昭和３２年 ５月 １日  定員５０名となる。 

・昭和３５年 ５月３１日  市内小粟田２７２７番地１に移転する。 

・昭和３８年 ８月 １日  老人福祉法制定により市立小千谷養護老人ホームと改称。 

・昭和５７年 ４月２０日  隣接の大字小粟田２７３２番地６に移転（現住所地）。 

・昭和６０年 ７月 １日  小千谷市養護老人ホームと改称（現名称）。 

・平成１６年 ４月 １日  小千谷北魚沼福祉会が指定管理者制度に基づき管理運営。 

・平成１８年１０月 １日  介護保険の外部サービス利用型特定施設入所者生活介護事業所の指定  

を受ける。 
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（３）年齢別入所状況 

（令和６年３月３１日現在／単位：人） 

     年齢別 

（歳） 

性 別 

６０～ 

６４ 

６５～ 

６９ 

７０～ 

７４ 

７５～ 

７９ 

８０～ 

８４ 

８５～ 

８９ 

９０～ 

９４ 

９５～ 

９９ 

１００ 

以上 
計 

平均年齢 

（歳） 

 男   ０   ２   ３   ２   ２   １   １ ０   ０ １１ ７６．８６ 

 女   ０   １   ８   ３  ５   ４    ４ ２   １ ２８ ８２．４６ 

 計   ０   ３  １１   ５  ７   ５  ５ ２   １ ３９ ８０．８９ 

        最高年齢  男 ９３歳８ヶ月   女 １０１歳０ヶ月 

 

（４）在所期間の状況 

（令和６年３月３１日現在／単位：人） 

期 間 

  

性 別 

０～５年未満 ５～１１年未満 １１年以上 計 平 均 

男  ７ ３  １ １１ ４年９ヶ月 

女 １７ ６  ５ ２８ ５年９ヶ月 

計 ２４ ９  ６ ３９ ５年５ヶ月 

 

（５）要介護認定の状況 

（令和６年３月３１日現在／単位：人） 

介護度 

 

性 別 

要支援 

１～２ 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

男 ０ ０ ０ １ １ ０  ２ 

女 １ ２ ２ ３ ３ ０ １１ 

計 １ ２ ２ ４ ４ ０ １３ 

 

 

第８節 介護保険  
 

（１）介護保険のあらまし 

 

少子高齢化が進み高齢者の介護について、社会全体で支える介護保険制度が平成１２年４月１日にス

タートしました。 

第１号被保険者、介護保険サービス利用者等年々増加しており、介護保険に対する期待が大きくなっ

ています。 

 

（２）要介護（要支援）認定審査状況（延べ数） 

（令和５年度／単位：件） 

申 請

件 数 

審 査

件 数 

審   査   結   果 

自 立 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１，７９５ １，７９５ １３ １７４ １６２ ３０９ ３０２ ３０８ ２９８ ２２９ 
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（３）介護サービス利用状況（令和５年３月サービス～令和６年２月サービス） 

①居宅サービス                                            （単位：人、千円） 

 

 

 

 

 

 

 

②地域密着型サービス                     （単位：人、千円） 

 

 

 

 

 

 

 

③施設サービス                                            （単位：人、千円） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）財政状況   

（令和５年度） 

【 歳 入 】                 【 歳 出 】           （単位：千円） 

区  分 予算現額 決 算 額 区  分 予算現額 決 算 額 

①保険料 784,790 787,339 ①総務費 86,450 73,278 

②使用料及び

手数料 
84 67 ②保険給付費 3,697,402 3,323,390 

③国庫支出金 945,246 908,960 
③地域支援 

事業費 
143,825 122,381 

④支払基金 

交付金 
1,018,357 907,360 

④保健福祉 
事業費 

2,304 159 

⑤県支出金 557,336 555,654 ⑤基金積立金 107,572 107,459 

⑥財産収入 148 36 ⑥諸支出金 194,289 193,284 

⑦繰入金 603,273 541,112    

⑧繰越金 322,066 322,066    

⑨諸収入 542 161    

合  計 4,231,842 4,022,755 合  計 4,231,842 3,819,951 

 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

サービス 
利 用 者 453 1,324 2,817 3,195 2,390 1,063 620 11,862 

費 用 額 9,432 28,810 209,348 299,870 317,778 187,309 129,613 1,182,160 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

サービス 
利 用 者 0 54 745 1,043 1,497 960 651 4,950 

費 用 額 0 5,660 77,350 153,545 352,544 281,154 211,890 1,082,143 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

サービス 
利 用 者 0 0 76 153 958 1,437 1,405 4,029 

費 用 額 0 0 20,293 42,881 264,229 434,039 456,524 1,217,966 
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（５）介護保険料収納状況 

 

（令和５年度賦課分）                            第１号被保険者 

徴収区分 対象者数（人） 調 定 額（円） 収 納 額（円） 収納率（％） 

特別徴収 １１,７２７ ７４０,１２９,５００ ７４０,６９４,９００ １００．０８ 

普通徴収 ８０４ ４６,３０８,３００ ４５,４９５,８００ ９８．２５ 

合  計 １２,５３１ ７８６,４３７,８００ ７８６,１９０,７００ ９９．９７ 
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第１節  生活保護制度  
 

（１）制度の概要  

 

 生活保護制度は、生活に困窮する国民に対して、国の責任において、最低限度の生活を保障し、自立

の助長を図ることを目的とした制度です。 

 

 生活保護は、その内容によって、次の８種類に分けられます。 

 

   ① 生活扶助  ② 住宅扶助  ③ 教育扶助  ④ 医療扶助  

 

   ⑤ 出産扶助  ⑥ 生業扶助  ⑦ 葬祭扶助  ⑧ 介護扶助  

 

 

（２）被保護世帯、人員及び保護率 

 

令和５年度末（令和６年３月分）として厚生労働省へ報告した被保護世帯数は１３０世帯、被保護人

員は１５３人で、総人口に占める被保護人員（保護率）は、４.６４‰(パーミル)となっています。 

 

【 被保護世帯、人員及び保護率の推移 】 

年   度  人    口  被保護世帯  被保護人員  保  護  率  

令和 元 ３４,８８３ １２８世帯 １５１人 ４.３２‰ 

令和２年 ３４,３１８ １３１世帯 １５０人 ４.３７‰ 

令和３年 ３３,９３４ １３４世帯 １５７人 ４.６３‰ 

令和４年 ３３,４５７ １３６世帯 １６２人 ４.８４‰ 

令和５年 ３２,９４２ １３０世帯 １５３人 ４.６４‰ 

資料：福祉行政報告例（３月分）  
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（３）種類別の被保護人員の状況 

 

令和５年度の種類別の被保護人員は前年度に比較して、減少傾向となっています。 

 

【 種類別の被保護人員の状況（年間月平均）】 

区  分 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

生活扶助 １３２ ３４.５ １３５ ３５.５ １３７ ３５.７ １４４ ３４.６ １３３ ３３.５ 

住宅扶助 １１２ ２９.３ １１７ ３０.８ １１９ ３０.９ １２６ ３０.３ １２１ ３０.５ 

教育扶助 １ ０.３ ２ ０.５ ２ ０.５ ５ １.２ ５ １.３ 

医療扶助 １２１ ３１.７ １１０ ２９.０ １１１ ２８.８ １２０ ２８.８ １１７ ２９.５ 

出産扶助 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

生業扶助 ３ ０.８ ２ ０.５ ２ ０.５ ２ ０.５ １ ０.２ 

葬祭扶助 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護扶助 １３ ３.４ １４ ３.７ １４ ３.６ １９ ４.６ ２０ ５.０ 

（注）１ 人員は、各年度の月平均である。 

   ２ 構成割合は、各扶助延べ人員に対する割合である。 

 

（４）年齢階層別構成  

 

  次の表は、毎年７月１日現在の各年度の年齢別構成表です。  

 

【 年齢別人員の推移 】                            （単位：人） 

年齢  

年度  

０～  

 ５歳  

６～  

１４歳  

１５～  

１９歳  

２０～  

３９歳  

４０～  

５９歳  

６０～  

６４歳  

６５～  

６９歳  

７０歳  

以上  
合 計  

令和 元 １ ２ ４ ９ ３８ １８ ２０ ５２ １４４ 

令和 ２ １ ２ ４ １０ ５０ １１ ２０ ４９ １４７ 

令和 ３ ０ ２ ３ ８ ５６ １５ １８ ４８ １５０ 

令和 ４ ２ ５ ３ １１ ５６ １５ １５ ５４ １６１ 

令和 ５ ２ ５ ２ １２ ５０ １２ １３ ５４ １５０ 

資料：福祉行政報告例（令和５年６月分） 

 

（５）被保護世帯の世帯類型別構成 

 

  被保護世帯は、令和５年度は１３０世帯と、前年度から減少しました。世帯類型ごとの世帯数は、 

傷病障がい世帯が減少、その他世帯が増加しました。 

 

【  世帯類型別構成の推移  】                   （単位：世帯） 

世帯  

類型  

 

 

年度  

単  身  世  帯  ２  人  以  上  の  世  帯  

計 

停止中 

 

世 帯 

合  計  高齢者  

 

世  帯  

傷病障  

がい者  

世  帯  

その他  

 

の世帯  

高齢者  

 

世  帯  

傷病障  

がい者  

世  帯  

母  子  

 

世  帯  

その他  

 

の世帯  

令和 元 ５９ ３４ １７ ６ ６ １ ５ １２８ ０ １２８ 

令和 ２ ５６ ４６ １４ ４ ５ ２ ４ １３１ ２ １３３ 

令和 ３ ５５ ４８ １５ ４ ６ ２ ４ １３４ １ １３５ 

令和 ４ ５６ ４８ １４ ４ ６ ３ ５ １３６ １ １３７ 

令和 ５ ５５ ３９ １９ ３ ７ ２ ５ １３０ ０ １３０ 

 資料：福祉行政報告例（令和６年３月分） 
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（６）被保護世帯の業態別構成 

 

被保護世帯のうち、令和５年度は世帯主が働いている世帯は２１世帯となっています。 

 

【 被保護世帯の業態別構成の推移 】 

年 度 

世帯主が働いている世帯  世帯主が働い  
ていないが、  
世帯員が働い  
ている世帯  

働いている者  
 

がいない世帯  
合 計  

常用者  日雇者  内職者  
その他  
の就業  

令和 元 
７ １ ７ ２ ２ １０９ １２８世帯 

５.５％ ０.８% ５.５% １.５% １.５% ８５.２% １００% 

令和 ２ 
９ ０ １３ １ ３ １０５ １３１世帯 

６.９％ ０% ９.９% ０.８% ２.３% ８０.１% １００% 

令和 ３ 
１０ ０ １２ １ ３ １０８ １３４世帯 

７.５％ ０% ９.０% ０.７% ２.２% ８０.６% １００% 

令和 ４ 
８ ０ １４ ０ ４ １１０ １３６世帯 

５.９％ ０% １０.３% ０% ２.９% ８０.９% １００% 

令和 ５ 
６ １ １４ ０ １ １０８ １３０世帯 

４.６％ ０.８％ １０.８% ０% ０.８% ８３.０% １００% 

資料：福祉行政報告例（令和６年３月分） 

（７）保護の開始及び廃止 

 

  令和５年度において保護を開始した世帯は１６世帯、人員２１人で、保護を廃止した世帯は２２世帯、

人員２６人となっています。 

 

【 生活保護の年度別推移 】 

 

 

年 度 

申請件数 開  始 廃  止 

実  数 世 帯 数 人  員 世 帯 数 人  員 

令和 元 ３０ ２３ ２９ ２２ ２６ 

令和 ２ ２３ １７ １８ １２ １４ 

令和 ３ ２４ １５ １８ １３ １４ 

令和 ４ ２６ １８ ２１ １７ １７ 

令和 ５ １９ １６ ２１ ２２ ２６ 

資料：福祉行政報告例  
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（８）保護開始の要因及び保護廃止の理由 

 

  保護の開始を理由別にみると、令和５年度は世帯主の傷病や年金、仕送り、手持金等の減少を起因と

したものが目立っています。                                                    

 

【 保護開始要因 】                               （単位：件） 

開始  

要因  

 

 

年度  

世帯主の

傷病のみ  

世帯主の

傷病と他

の理由を  

伴うもの  

世帯員の

傷病のみ  

世帯員の

傷病と他

の理由を  

伴うもの  

稼働者の

死亡、離

別､不在  

稼働収入

の減少  

年金、  

仕送り、

手持金等  

の減少  

その他 合 計 

令和 元 ８ ０ ０ ０ ０ ６ ４ ４ ２２ 

令和 ２ ３ ０ ０ ０ ０ ７ ５ ２ １７ 

令和 ３ １ ０ ０ ０ ０ ２ ９ ３ １５ 

令和 ４ ２ ０ ０ ０ ０ ６ ５ ３ １６ 

令和 ５ ５ ０ ０ ０ １ ４ ６ ０ １６ 

資料：福祉行政報告例  

 

【 保護廃止理由  】                           （単位：件） 

年 度  
世帯主の

傷病治癒  

世帯員の

傷病治癒  

世帯主の

収入増加  

世帯員の

収入増加  

年金、  

仕送り等

の増加  

死亡、  

行方不明  

転 出 

入 所 
その他  合 計  

令和 元 ０ ０ １ ０ ５ ４ ３ ９ ２２ 

令和 ２ ０ ０ ２ ０ ２ ２ ２ ４ １２ 

令和 ３ ０ ０ ４ ０ １ ５ １ ２ １３ 

令和 ４ ０ ０ ３ ０ １ ９ １ ３ １７ 

令和 ５ ０ ０ ３ ０ ３ ５ ４ ７ ２２ 

資料：福祉行政報告例  

 

（９）生活保護費 

 

  令和５年度の生活保護費の総額は、１８９，２８３千円で、このうち医療扶助が４７.０％を占め、

生活扶助３３.６％を合わせると８０.６％となっています。 

 

【 生活保護費の種類別構成の推移 】                      （単位：千円） 

年度 
保      護      費 保護施設事務費 

 

及び委託事務費 

就労自立 

給付金 
進学準備 

給付金 
合 計 

生活 住宅 教育 医療 出産 生業 葬祭 介護 

令和元 61,796 23,845 97 87,541 0 418 326 2,286 8,813 0 100 185,222 

令和２ 64,694 25,781 190 81,308 0 300 183 4,625 8,440 40 0 185,561 

令和３ 63,360 26,438 174 70,498 454 249 0 1,389 8,857 32 0 171,451 

令和４ 64,970 26,965 655 73,413 128 585 544 1,688 10,378 79 0 179,405 

令和５ 63,648 26,569 671 88,943 0 81 141 2,030 7,005 195 0 189,283 

資料：国庫負担金に係る実績報告  
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 【生活保護の種類別構成割合の推移  】                （単位：％） 

年  度  生  活  扶  助  住  宅  扶  助  医  療  扶  助  そ  の  他  

令和 元 ３３.４ １２.９ ４７.２ ６.５ 

令和 ２ ３４.９ １３.９ ４３.８ ７.４ 

令和 ３ ３７.０ １５.４ ４１.１ ６.５ 

令和 ４ ３６.２ １５.１ ４０.９ ７.８ 

令和 ５ ３３.６ １４.０ ４７.０ ５.４ 

 

 

（１０）生活保護受給者等就労自立促進事業の状況 

 

当市と長岡公共職業安定所との緊密な相互連携と協働に基づく就労支援を実施することにより、当市

における生活保護受給者等（生活保護受給者、生活困窮者）の就職による経済的自立の実現を図るため

の取組を実施しており、その状況は次のとおりとなっています。 

（単位：人） 

相談者別 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

生活保護 

支援要請 
目標 １３ １２ １１ ７ ９ 

実績 １５ １２ ５ ６ ５ 

就労決定 
目標 ９ ７ ７ ４ ７ 

実績 ５ ６ ７ ４ ３ 

生活困窮 

支援要請 
目標 １０ ７ ５ ２０ ２３ 

実績 ５ ５ １２ １９ １８ 

就労決定 
目標 ８ ５ ３ １２ １４ 

実績 ５ １ ６ １６ １６ 
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第２節  生活困窮者への支援  
 
（１）生活困窮者自立支援制度 
 
生活困窮者自立支援法（平成２７年４月施行）に基づき、経済的な問題だけでなく、心身の問題、家

庭の問題などさまざまな問題に対応し、自立した生活に向けて必要な支援を行います。 

 

（２）生活困窮者自立相談支援事業 

 本人に必要な支援を把握し、本人の状況に応じた様々な支援に繋げていきます。 

（単位：人） 

年  度  新規相談受付数 個人プラン作成数 支援による就労者数 

令和  元  ４４  ３  ４ 

令和  ２  ６６   １  １ 

令和  ３  ８３  ２  １ 

令和  ４  ５３  １  １ 

令和  ５  ５０  ３  ０ 

 

（３）就労準備支援事業 

 就労に向けた日常・社会的自立のための訓練を実施します。 

（単位：人） 

年 度 

新規相談受付件数 利用者件数 

生活保護 

受給者 
生活困窮者 合計 

生活保護 

受給者 
生活困窮者 合計 

令和 元 １２ ３ １５ ２９５ ８３ ３７８ 

令和 ２  ８ ３ １１ ２３３ ６７ ３００ 

令和 ３  ５ ２  ７ ２５７ ２４ ２８１ 

令和 ４  ６ ０  ６ ２５６  ０ ２５６ 

令和 ５  ７ ２  ９ ２９５ ３０ ３２５ 

 

（４）家計改善支援事業 

 家計再建に向けたきめ細かな相談・支援を実施します。 

（単位：人） 

年 度 

新規相談受付件数 利用者件数 

生活保護 

受給者 
生活困窮者 合計 

生活保護 

受給者 
生活困窮者 合計 

令和 元 ３  ３  ６ １２ １０ ２２ 

令和 ２ １  １  ２ １０  ４ １４ 

令和 ３ ２  ７  ９  ４ １３ １７ 

令和 ４ ０ １１ １１  ０ １６ １６ 

令和 ５ ０  １  １  ０  ９  ９ 

※生活保護受給者は平成３０年度から事業利用可能となる。 
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（５）子どもの学習・生活支援事業 

 貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもと保護者に対し学習・生活支援を実施します。 

（単位：人） 

年  度 
利用件数 延べ利用件数 

生活保護
世帯 

生活困窮
者世帯 

その他 
世帯 

生活保護
世帯 

生活困窮
者世帯 

その他 
世帯 

令和 元 １ ０ １ ２０ ０ １４ 

令和 ２ ０ １ １ ０ １ ４４ 

令和 ３ ０ １ ０ ０ ３９ ０ 

令和 ４ ０ ２ １ ０ ３７ １０ 

令和 ５ ０ ０ １ ０ ０ ２９ 

 
 
 

（６）フードバンク活動の利用状況 

 「フードバンクにいがた」の食品受入団体として登録を行い、特に生活に困窮している人に食品の提

供をしています。 

 

年  度  提供人数 提供食品個数 

令和  元  ５０人 ４７４個 

令和  ２  ４１人 ４６４個 

令和  ３  ７６人 ８７９個 

令和  ４  ７３人 ８０４個 

令和  ５  ６８人 ７９０個 
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第１節  小千谷市総合福祉センター「サンラックおぢや」  
 

  

老人及び障がい者等にデイサービスを提供し、また各種社会福祉事業を推進し、市民の福祉の増進を

図るため、小千谷市総合福祉センターを設置しています。 

 

（１）施設の概要 

所在地 建物の構造 
建物の 

延べ面積 
敷地面積 建築 

大字桜町 5140 番地 鉄筋コンクリート造 3 階建て 3,360 ㎡ 4,672 ㎡ 平成 4 年 

  

① 開 館 時 間 午前９時から午後１０時まで 

老人デイサービス及び共生型生活介護・共生型放課後等デイサービスは、 

午前７時３０分から午後６時３０分まで 

 

②休 館 日 １２月２９日から１月３日まで 

 

③指定管理者 小千谷市社会福祉協議会 

 

④入 居 団 体 小千谷市社会福祉協議会 

       小千谷市シルバー人材センター 

       小千谷市老人クラブ連合会 

 

（２）利用料（１時間当たり）                  

区 分 利用料 

第 1 研 修 室 880 円  

第 2 研 修 室 680 円  

第 3 研 修 室 310 円  

創 作 活 動 室 830 円  

第 1 会 議 室 520 円  

第 2 会 議 室 260 円  

第 3 会 議 室 360 円  

第 1 相 談 室 620 円  

第 2 相 談 室 520 円  

第 3 相 談 室 410 円  

第 4 相 談 室 410 円  

第 1 集 会 室 1,620 円  

第 2 集 会 室 940 円  

第 3 集 会 室 1,300 円  

調 理 実 習 室 880 円  

大ホール 

第 1 ホール 1,930 円  

第 2 ホール 940 円  

第 3 ホール 1,880 円  

冷暖房を使用する場合は、利用料の３割に相当する額を加算する。 
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（３）貸館利用状況 

年 度 利用件数 年間利用人員 1 日平均人数 

令和 元 2,649 件 28,700 人 79.9 人 

令和 ２ 2,159 件 18,580 人 51.8 人 

令和 ３ 2,033 件 17,462 人 48.6 人 

令和 ４ 2,543 件 23,582 人 65.7 人 

令和 ５ 2,512 件 23,325 人 65.0 人 

 

 

第２節  小千谷市地域福祉センター「みなみ」  
 

  

デイサービスを提供し、市民の福祉の増進を図るため、小千谷市地域福祉センターを設置しています。 

 

施設の概要 

所在地 建物の構造 
建物の 

延べ面積 
敷地面積 建築 

真人町丁 73 番地 3 
鉄骨造平屋建て 

（一部 2 階建て） 
979.14 ㎡ 4,157.66 ㎡ 平成 12 年 

  

①施 設 機 能 老人デイサービスセンター及び共生型生活介護・共生型放課後等デイサービス 

       相談室 

 

②利 用 時 間 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

 

③休 館 日 １２月２９日から１月３日まで 

 

④指定管理者 小千谷市社会福祉協議会   

 

 

第３節  小千谷市克雪管理センター  
 

  

豪雪地域における住民生活の安全を確保し、住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、小千谷市克

雪管理センターを設置しています。 

 

（１）施設の概要 

所在地 建物の構造 
建物の 

延べ面積 
敷地面積 建築 

真人町丁 112 番地 3 鉄骨造 2 階建て 461.91 ㎡ 
4,157.66 ㎡ 

（みなみと同一敷地内） 
昭和 51 年 

  

①開 館 時 間 午前９時から午後１０時まで 

 

②休 館 日 １２月２９日から１月３日まで 

 

③指定管理者 小千谷市社会福祉協議会 
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（２）利用料（1 時間当たり）          

区 分 利用料 

集 会 室 830円  

調 理 室 570円  

ミーティングルーム 410円  

会 議 室 260円  

１ 利用者が営利を目的とする場合の利用料は、10割増とする。 

２ 暖冷房を使用する場合は、利用料の3割に相当する額を加算する。 

 

（３）利用状況 

年 度 利用件数 年間利用人員 1 日平均人数 

令和 元 279 件 2,323 人 6.5 人 

令和 ２ 257 件 2,329 人 6.5 人 

令和 ３ 271 件 3,297 人 9.2 人 

令和 ４ 263 件 2,757 人 7.7 人 

令和 ５ 266 件 3,696 人 10.3 人 
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第１節 民生委員・児童委員、主任児童委員 

 

 

民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき地域社会の福祉を増進することを目的として市町村の区

域におかれている民間奉仕者です。その職務は、①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこ

と、②援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に

関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと、③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用

するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと、④社会福祉を目的とする事業を経営する者や社

会福祉に関する活動を行うものと密接に連携し、その事業や活動を支援すること、⑤福祉事務所その他

の関係行政機関の業務に協力すること、⑥その他、必要に応じて住民の福祉の増進を図るための活動を

行うことと、極めて広範囲に及んでいます。 

児童福祉に関する事項を専門的に担当するのが主任児童委員です。主任児童委員は、児童の福祉に関

する機関と区域担当の民生児童委員との連絡調整を行うとともに、区域担当の民生児童委員の活動に対

する援助協力を行うことを職務としています。 

 

 

【 活動内容 】 

 市内の民生委員・児童委員協議会は５地区に分かれており、主任児童委員を合わせた７８人により 

地区単位で活動を行っています。 

  

 

【 内容別相談・支援件数 】                           （単位：件） 

項 

目 

 
 
 
 
 
 
 

度 

 
 
 
 
 
 
 

年 

    

在 
宅 

福 

祉 

介 

護 

保 

険 
健

康･

保

健

医

療 

子
育
て･

母
子
保
健 

子
ど
も
の
地
域
生
活 

学

校

生

活 

子

ど

も

の

教

育･
 

生 
 

活 
 

費 

年 

金 
･

 

保 

険 

仕 
 

 
 

 

事 

家 

族 

関 

係 

住 
 

 
 

 

居 

生 

活 

環 

境 

日

常

的

な

支

援 

そ 
 

の 
 

他 

計 

令和 元 319 30 140 1 37 43 26 7 1 51 34 66 312 904 1,971 

令和 ２  446 62 107 2 38 22 29 6 3 58 75 86 309 704 1,947 

令和 ３ 318 36 63 4 22 23 38 0 9 57 55 72 375 600 1,672 

令和 ４ 419 50 58 20 3 18 36 13 2 28 35 53 294 696 1,725 

令和 ５ 126 42 50 5 90 30 17 2 1 66 33 74 334 818 1,688 
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【 分野別相談・支援件数 】                           （単位：件） 

項 目 

年 度 

高 齢 者 に 

関 す る こ と 

障 が い 者 に 

関 す る こ と 

子 ど も に 

関 す る こ と 
そ の 他 計 

令和 元 １,１５６ ７４ ８６ ６５５ １,９７１ 

令和 ２ １,３７３ １００ ７２ ４０２ １,９４７ 

令和 ３ １,１９３ ８３ ５７ ３３９ １,６７２ 

令和 ４ １,１７４ ６６ ４８ ４３７ １,７２５ 

令和 ５ １,０８５ ３２ １２１ ４５０ １,６８８ 

 

 

【 その他の活動件数 】                             （単位：件） 

項目 

年度 

調 査 ・ 

実 態 把 握 

行事･事業･会議

への参加協力 

地域福祉活動 

・ 自 主 活 動 

民児協運営 

・ 研 修 
証 明 事 務 

要保護児童の発

見の通告･仲介 

令和 元 ２,７２０ １,５９９ ２,４９５ １,５２８ ２９１ ７ 

令和 ２ ２,９０１ ８２０ ２,３９１ １,３７９ ２８８ １０ 

令和 ３ ２,４２６ ９５１ ２,８３９ １,５７０ ２２８ １ 

令和 ４ ２,２３２ １,１８４ ３,０１４ １,９０９ ３８６ ２ 

令和 ５ ２,８３３ １,３９４ ２,８５０ １,６９７ ２１９ ６ 

 

 

【 訪問・連絡調整回数 】                            （単位：回） 

年 度 訪問・連絡活動 そ  の  他 委 員 相 互 その他の関係機関 

令和 元 ６,２５２ ４,８２１ ２,３３２ ２,３１０ 

令和 ２ ３,３３７ ２,９８１ ２,１８４ １,６２２ 

令和 ３ ５,３８６ ３,２６５ ２,０２５ １,３５０ 

令和 ４ ５,１３２ ３,３９７ ２,５７９ １,５６２ 

令和 ５ ５,２２４ ４,１９２ １,６２７ １,６７９ 

 
 
【地区別委員数】                                （単位：人） 

 地区 民生児童委員 主任児童委員 計 

第１地区 西小千谷・吉谷・山辺の一部 １７ ２ １９ 

第２地区 東小千谷・東山 １６ ２ １８ 

第３地区 城川・千田 １７ ２ １９ 

第４地区 川井・岩沢・真人・山辺の一部 １１ ２ １３ 

第５地区 片貝 ８ １ ９ 

 計 ６９ ９ ７８ 

 
 
【年齢別委員数】                        令和４年１２月１日改選時現在 

 ６０歳未満 ６０～６５歳 ６６～７０歳 ７１～７５歳 ７６歳以上 計 

第１地区 ０ ４ ６ ８ １ １９ 

第２地区 ２ ２ ６ ８ ０ １８ 

第３地区 ０ ６ １２ １ ０ １９ 

第４地区 ２ ５ ６ ０ ０ １３ 

第５地区 ０ ３ ２ ３ １ ９ 

計 ４ ２０ ３２ ２０ ２ ７８ 
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第２節 社会福祉法人小千谷市社会福祉協議会 
（１）小千谷市社会福祉協議会の概要 

 

  社会福祉協議会の設立（任意団体） 昭和２９年 ６月  １日 

社会福祉協議会の法人化認可    昭和５５年 ７月 １日 

 

【 社会福祉協議会の組織 】 

 

 

 

            

 

 

・総合福祉ｾﾝﾀｰ ｻﾝﾗｯｸおぢや 

・地域福祉センター みなみ 

                                                                ・克雪管理センター  

 

 

 

・ボランティアセンター 

・ふれあい福祉ｾﾝﾀｰ相談所 

・放課後児童健全育成事業 

（学童クラブ） 

・デイホームだんらん（ひさだ

はうす） 

 

 

 

・地域包括支援センター 

・居宅介護支援事業所 

・訪問介護事業所 

・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾝﾗｯｸおぢや 

    ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ み な み 

・障害者支援センターさつき工房 

                                ・相談支援事業所 

・障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

       （令和６年３月３１日現在） 

            ・会  員         １０，７１８世帯 

・団体会員               ８団体 

      ・賛助会員          ５２３名 

・企業等法人会員            ２０５社 

 

（２）各種組織活動の推移 

年 度 平２７ 平２８ 平２９ 平３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

一般会員世帯比 95.6％ 95.0％ 95.0％ 95.0％ 95.0％ 92％ 91.5％ 91.5％ 91.3％ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ４８ ５１ ４９  ４７  ４６ ４３ ４１  ４１  ４４ 

広報紙発行回数 １２回 １２回 １２回  １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

善意銀行預託金 211万円 233万円 195万円 464万円 180万円 116万円 68万円 86万円 76万円 

社会福祉基金 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 9,000 万円 

職 員 数 １１８人 １２３人 １２４人 １２７人 １３０人 １３２人 １３２人 １３２人 １２７人 

会 
 

員 
 
 

全 
 

市 
 

民 評議員会 

２７名 

会 長 

関係機関・団体 

事   務   局 

総   務   課 

地 域 福 祉 課 

在 宅 支 援 事 業 課 

監事 

２名 

理事会 

１３名 

・委員会 
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（３）小千谷市社会福祉協議会の基本理念 

 

「支えあい いたわりあい 励ましあい 心豊かなまちに」 

 

全てのひとがお互いに「支え、支えられ」「いたわり、いたわられ」「励まし、励まされ」ながら、誰

もが安心して暮らせる心豊かなまちづくりを進めることを目指します。 

 

 

（４）事業の基本計画 

 

１ ふれあい・支えあう地域づくり 

２ いたわりとやさしさの心をもつ人づくり 

３ 安心して暮らすためのネットワークづくり 

 

 

（５）福祉実践活動の推移 

 

ア 実態把握が社会福祉協議会活動の原点 

①実態調査の実施 

昭和５５年 ８月  ひとり暮らし老人、ねたきり老人、老人世帯、母子・父子世帯、 

身体障がい者 

昭和５６年 ７月     同  上 

昭和５７年 ４月  ねたきり介護者、ひとり暮らし老人 

昭和５８年 ８月  市民意識調査 

昭和５９年 ２月  車椅子使用者・歩行困難者 

昭和６１年１０月  ねたきり介護者生活調査 

昭和６２年 ４月  ひとり暮らし老人生活調査 

平成 ７年 ６月  子育て環境アンケート調査 

平成 ８年１０月  企業の社会貢献活動に関するアンケート調査 

平成１４年 ７月  福祉に関するアンケート調査（地域福祉活動計画策定基礎調査） 

平成２３年 ６月 

～８月  福祉に関するアンケート調査（第３次地域福祉活動計画策定基礎調査） 

   平成２８年 ６月 

       ～１１月  福祉に関するアンケート調査（第４次地域福祉活動計画策定基礎調査） 

   令和 ３年１０月 

       ～１１月  福祉に関するアンケート調査（第５次地域福祉活動計画策定基礎調査） 

 

イ 実態把握による問題解決 

①ひとり暮らし高齢者のために   会食・給食、火災警報器点検 

②ねたきり者のために       介護用品の斡旋、介護研修、親睦交流旅行 

③聴覚障がい者のために      手話サークル活動、交流手話活動、要約筆記 

④視覚障がい者のために      広報紙の朗読録音、点訳活動 

⑤特養老人ホーム入居者のために  小粟田の里訪問活動 

⑥車椅子使用者のために      ハンディキャブの貸出 
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（６）主な社会福祉協議会活動 

１ 法人運営事業 

（1）役員会等の開催 

 

○理事会  年５回 ○監事会  年１回 

○評議員会 年３回 ○評議員選任・解任委員会 年２回 

（2）職員の育成・資質向上 ○職員研修計画に基づく研修等の充実を図る。 

（3）会員会費制度の理解と加入促進 

・一般会員 

・団体会員 

・賛助会員  

・企業等法人会員 

 

○1 世帯   700 円（目標：11,000 世帯） 

○1 口   1,000 円（目標：10 団体） 

○1 口   1,000 円（目標：600 人） 

○1 口   5,000 円（目標：200 社） 

 
２ 地域福祉事業 

■地域づくりの推進 

（1）福祉会推進事業 ○福祉会活動の育成・支援（福祉会事業に対する助成、合

同研修会等の開催） 

○福祉会・いきいきサロンの設立の働きかけ 

○懇談会、市民ふれあい体験講座等の実施 

（2）地域福祉活動助成金交付事業 ○市民が企画し参加する地域福祉活動の広がりを図る事

業に対し助成金を交付する。 

（3）生活支援サービス事業 

①日常生活自立支援事業の実施と

啓発 

②生活支援サポート事業（あちこた

ネットおぢや） 

 

③「あちこたネットおぢや」サポー

ター養成講座 

  ④安心介護教室 

 

  ⑤法人後見事業の実施 

 

  ⑥ひきこもり支援事業の実施 

 

 

  ⑦地域の居場所づくり事業の実施 

 

〇生活に不安のある高齢者や障がい者が、地域で安心して

暮らせるよう日常生活を支援する。 

○高齢者や障がい者の日常生活ニーズに応える有償の地

域住民参加型の支え合い活動として、地域におけるお互

いさま活動を進める。 

○「あちこたネットおぢや」の支援サービスの担い手を養

成する。 

○いざという時、安心して介護に関われるよう介護の仕方

や介護サービス情報等知識の習得を目指す。 

〇成年後見制度の法人後見受任団体として、申立支援機関

等と連携しながら実施 

○ひきこもり支援活動団体や関係機関との連携を図り、ひ

きこもり当事者や家族の居場所づくり講座の開催 

〇子育て中の方や障がいのある方、ひきこもりの方など地

域のつながりを必要とする方々が共に過ごせる地域の

居場所づくりへの理解に向けた講座の実施、みんなの食

堂の開催や地域で実施する居場所づくりの活動支援 

（4）福祉団体活動支援事業 

   

○福祉活動用車両の貸出し 

○指定された善意の寄附を助成 

 

■ボランティアの育成 

（1）ボランティアセンター事業 

①ふくしボランティアかれっじ・夏

ボラ体験プログラムの開催（②、

③も含む） 

・はじめての手話講座 

・はじめての要約筆記講座 

 

・はじめての音声訳講座 

・ふれ Eye フェア 

学びからボランティア参加まで、一体的に参加できるよ

う、ボランティア団体との共催による各種講座、体験プロ

グラムを開催 

○聴覚障がいを理解すると共に手話技術の習得を目指す。 

○聴覚障がいを理解すると共に要約筆記ボランティアを

育成する。 

〇視覚障がい者を理解すると共に音声訳技術の習得を目

指す。 

○視覚障がいを理解すると共に関わり方の習得を目指す。 
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②おもちゃ作り体験の実施とおも

ちゃ病院の開設 

 

 

③認知症高齢者見守り隊講座 

（市と共催） 

④ボランティア連絡協議会の支援 

 

⑤災害ボランティア活動支援 

 

 

⑥福祉ふれあいフェスティバル 

 

 

○壊れたおもちゃを修理する「おもちゃのお医者さん」を

養成すると共にボランティアグループへの参加を促す。 

○おもちゃドクターの協力により、定期的におもちゃ病院

を開設する。 

○認知症を正しく理解すると共に認知症高齢者の傾聴ボ

ランティアの育成を目指す。 

○ボランティア保険の加入手続きや運営委員会の開催、活

動助成金の交付等活動を支援する。 

○災害時には被災者への支援や被災地の復旧作業などの

ボランティア活動が、速やかに効果的に展開できるよう

支援する。 

○福祉団体やボランティアグループの活動を通し、市民へ

地域福祉やボランティア活動の啓発と理解を深める。 

（2）福祉教育推進事業 

①社会福祉普及校事業 

 

 

②福祉学習メニュー表の活用 

 

③福祉入門講座  

 

④ふくし出前講座 

 

○子どもの豊かな成長を促す福祉教育を推進し、活動のた

めの助成金を交付 

○社会福祉普及校担当者打合会の開催 

○学校へ福祉学習メニュー表を配布し、福祉体験学習や活

動を支援する。 

○一般向けに高齢者や障がい者を理解するための、きっか

けづくりの入門講座を開催 

〇地域福祉やボランティアの理解促進に向け、学校・企

業・事業所・町内会へ出向いての講座の開催 

（3）福祉人材の育成 ○福祉人材育成のため実習指導に協力する。 

（4）企業等との連携強化 

①退職前安心セミナー 

 

 

②ボランティア情報提供 

 

 

 

○退職者を新たなボランティアへの人材と捉え、ボランテ

ィア活動の紹介、また退職後の生活設計に必要な年金・

医療・再就職等の情報提供をする。 

○企業が社会貢献活動を行うためには、ボランティア活動

の紹介や情報提供の必要性があることから、定期的に情

報紙を発行する。 

 

■安心と自立を支援する活動 

（1）困っている人を支援する活動 

①ふれあい福祉センター相談所 

の運営 

 

 

 

②資金貸付事業 

・生活福祉資金貸付事務 

 

・たすけあい資金の貸付 

 

③除雪費助成事業の実施 

 

④緊急災害見舞金給付事業の実施 

 

 

 

○心配ごと相談員、社協職員による心配ごと相談、弁護士

による法律相談、社会保険労務士による年金相談 

 ・心配ごと相談 毎週火・木曜日 9:30～11:30 

 ・法律相談 毎月第 2・4 水曜日 13:30～16:30 

 ・年金相談 毎月第 1 水曜日   13:30～16:00 

 

○低所得世帯等が安定した生活を送れるよう、相談窓口と

して貸付申請の手続き支援と県社協への進達 

○貸付限度額１件 70,000 円の資金の貸付 

 

○要援護世帯への除雪費の助成 

 

○火災・水害等の被災世帯へのお見舞い 

 ・全焼・全壊・死亡等：10,000 円 

 ・半焼・半壊・重症等： 5,000 円 

（2）高齢者を支援する活動 

①配食サービス事業の実施 

 

 

 

○高齢者のみの希望世帯に見守りや安否確認を目的に配

食サービス・会食サービスの実施（月２回）。また、年

末には「おせち料理」を調理配達 
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②男性料理教室の実施 

 

③火災予防見守り安心事業 

 

④介護予防普及啓発事業の実施 

 

⑤デイホーム事業の実施 

  

 

⑥第１層生活支援コーディネータ

ー業務委託事業 

 

 

⑦あけびの会事業の実施 

 

⑧介護者の会事業の実施 

 

 

  ⑨救急医療情報キット配布 

○65 才以上の男性を対象に料理教室を開催、食生活の自立

や生きがい・仲間づくりを支援（毎月第２火曜日） 

○消防本部、電力会社と協働で火災予防の呼びかけと見守

り、生活状況の聞取りを実施 

○いきいきサロンやデイホームの高齢者を対象に介護予

防体操や食生活改善・口腔ケア講座等を実施 

○生きがい対応型通所事業の実施 

  デイホームだんらんの開設 月～金曜日 

○包括的支援事業における生活支援体制整備事業の推進

により、高齢者が孤立することなく地域で安心して暮ら

し続けるため、地域住民による支え合い活動を中心とし

た様々な生活支援サービスの充実を図る。 

○あけびの会（ひとり暮らし高齢者の会）事業の実施 

（月１回、会食会の開催等） 

○介護者の会（在宅の寝たきり等の家族を介護する人たち

の会）事業の実施（介護用品斡旋事業の実施、介護者研

修会や陽だまりサロンの開催等） 

○緊急時や災害発生時に役立つ医療情報を入れるキット

（冷蔵庫に保管）をひとり暮らし高齢者等へ配布 

（3）障がい者を支援する活動 

①ハンディキャブ貸出事業 

 

②ふれ愛クリスマス会の開催 

 

③当事者団体の支援 

 

 

 

○車椅子利用者の移動支援として、リフト付き自動車の貸

出しを実施 

○障がい児・者の社会参加を促進し、ボランティアとの交

流を図ることを目的に実施 

○障がいのある当事者団体や家族会が行う事業の広報や

事務の一部を支援 

○障がい者スポーツ普及促進事業へ参加協力 

（4）子育てを支援する活動 

①学童クラブの運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②児童遊園地遊具等整備費 

補助事業の実施 

③危険防止標識交付事業の実施 

 

④卒園記念品贈呈事業 

 

⑤こんすけ基金事業 

 

⑥赤ちゃんハッピーギフト 

 

 

⑦おぢや子ども笑顔プロジェクト 

 

○放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の運営 

＜通年開設＞  ９クラブ 

・西小千谷学童クラブ 

（あおぞら・さくら・そよかぜ・おひさま） 

・東小千谷学童クラブ（にこにこカービィ） 

・片貝学童クラブ（なかよしキッズ） 

・千田学童クラブ（わんぱくキッズ） 

・南部学童クラブ（よつばキッズ） 

・和泉小学校学童クラブ（いずみキッズ） 

＜長期休業時開設＞ １クラブ 

・吉谷小学校学童クラブ（よっしーキッズ） 

○町内設置児童遊園地の新設、遊具等の購入、補修等への

補助 

○町内会からの要望により、崖・川辺等危険箇所用に配布 

 

○保育園・幼稚園・認定子ども園の卒園児に記念品贈呈と

して、小学校で使用する体操着袋を贈呈 

○親子ふれあいイベントの実施 

 

〇出生した親子を対象に、子育てを応援するため、子ども

商品券や子育て応援用品を贈呈、あわせて希望者には社

協だよりに赤ちゃん写真を掲載 

〇ひとり親世帯の親と子に対し食料や子ども向けのプレ

ゼント等の配布による生活の支援や、その後の生活相談

につなげていく事業 
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■社協の基盤整備 

（1）善意銀行の活用 

 

 

（2）わかりやすい社協情報の提供 

 

 

（3）ネットワーク機能の強化 

①協力員懇談会の開催 

 

②各種関係会議への参加及び調査

研究等 

 

（4）共同募金運動への協力 

   

○善意銀行事業 

寄付金や物品の有効活用を社協だより等で周知し、寄付

を募る。 

○毎月１回おぢや社協だよりを発行し、パンフレットやホ

ームページの内容の充実を図る。 

〇SNS によるタイムリーな情報発信を図る。 

○社協について理解と協力を得るため、協力員（町内会長

を委嘱）や民生委員児童委員、市議会議員の皆様に対し

懇談会の開催 

○新潟県民福祉大会への参加 

○福祉、保健、医療などの機関・団体との連携。包括ケア

部会等各種関係会議参加及び調査研究 

○共同募金の使途等の広報 

○募金ボランティア活動への支援 

３ 在宅福祉サービス事業 

（1）介護保険事業 

①訪問介護事業 

 

 

 

 

 

 

②デイサービス事業 

 

 

 

 

 

 

 

③居宅介護支援事業 

 

 

 

 

（2）障害福祉事業 

 

①障害者支援センター事業 

・就労継続支援Ｂ型事業 

 

 

 

・地域活動支援センター事業 

 

 

②相談支援事業 

 

 

③訪問系サービス事業 

・居宅介護・重度訪問介護・行動援

護 

 

○ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等

の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行う。 

要介護認定者は現行の訪問介護、要支援認定者等は介護

予防現行相当サービス及びサービスＡとして実施する。

介護保険で対応できない生活援助等について、保険外サ

ービスを行う。 

 

○通所介護施設（デイサービスセンター）２ヶ所で、入浴・

食事などの介護、健康状態の確認、生活に関する相談・

助言などの日常生活上の世話等を日帰りで行う。 

 要介護認定者は現行のデイサービス、要支援認定者等は

介護予防現行相当サービス及びサービスＡとして実施

する。 

 

○介護を必要とする方が適切なサービスを利用できるよ

う、介護支援専門員（ケアマネージャー）が本人や家族

の要望を伺いながら、介護サービス計画（ケアプラン）

の作成や見直しを行う。 

 

 

 

○障害者支援センターさつき工房で実施 

 一般就労が困難な人に働く場の提供や訓練（作業活動：

受注・製造・販売・芽咲庵喫茶店等） 

学習会や地域との交流 

 

○創造的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の場

の提供。レクリエーション活動や日常生活に関する支援 

 

○様々な相談や必要な情報提供、助言 

福祉サービス等利用計画の作成 

 

 

○ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や家事援助な

ど生活全般にわたる支援や外出時における支援を行う。 
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④地域生活支援事業 

 

・移動支援事業 

 

⑤共生型サービス事業 

・共生型生活介護 

 

 

 

・共生型放課後等デイサービス 

 

 

 

⑥小千谷市障がい者基幹相談支援

センター 

 

 

 

 

○屋外で移動が困難な障がい者に対して、外出のための支

援を行う。 

 

○デイサービスセンターにおいて、障がい者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排

せつ及び食事の介護、創作的活動等の機会を提供する。 

 

○デイサービスセンターにおいて、障がい児の生活能力の

向上及び社会との交流推進を図ることができるようサ

ービス計画に基づき効果的なサービスを提供する。 

 

○総合的かつ専門的な相談支援の実施や地域における相

談支援体制強化に取組む。また、地域生活支援整備の促

進や権利擁護及び虐待防止に取組む。 

 

４ 福祉センター事業 

  

福祉センター事業 

 

 

 

○総合福祉センターサンラックおぢや、地域福祉センター

みなみ及び克雪管理センターの管理運営 

 

５ 地域包括支援事業 

 地域包括支援事業 

（1）地域包括支援センター事業 

  ・総合相談   

 

・権利擁護 

 

  ・ケアマネジメント支援 

 

  ・地域ケア会議 

 

 

（2）介護予防支援事業 

  ・介護予防ケアマネジメント 

 

 

 

 

○高齢者に関する様々な相談に応じて、適切な機関、制度

やサービスにつなぎ、継続的に支援する。 

○高齢者の人権や財産を守るため、成年後見制度に関する

相談や虐待の早期発見・防止を進める。 

○ケアマネージャーに対する指導や研修を行い、資質の向

上に努める。 

○地域ケア会議を開催し、医療・介護等の地域支援ネット

ワークの構築を推進するとともに、問題解決機能の向上

を図る。  

○要介護認定で「要支援 1・2」と判定された方、生活機能 

 が低下し介護予防が必要な高齢者の現状を分析し、介護

状態となることを防止するためのプランを作成し、支援

する。 
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（７）予算概要 

 

 
 

 

資料１ 生活福祉資金等の貸付状況（令和５年度貸付状況） 

 

・生活福祉資金の貸付 

種  別 
申  請 貸  付 

件数 金 額（円） 件数 金 額（円） 

福祉資金（教育支援資金） 

1 355,000 1 359,000 

内

訳 

① 

② 

③ 

R4申請分 

185,000 

170,000 

① 

② 

③ 

174,000 

185,000 

不承認 

総合支援資金（特例） 0      0 0      0 

緊急小口資金（特例） 1 50,000 1 50,000 

計 3 405,000 3 409,000 

 

 

・たすけあい資金の貸付 

 

１件当たり限度額 

70,000円 

申  請 貸  付 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

2 140,000 2 140,000 
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資料２ 生活福祉資金貸付条件一覧表（平成２８年２月改正） 

資金の種類  資 金 使 途 
貸   付   条   件 

貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人 

１．総合支援資金 (注) 
収入の減少や失業者等により生活に困窮し、日常生活の維持に困っている低所得世帯を対象に、就労活動中の生活費や住居の転居等の費用
等をお貸しする資金です。 

  生活支援費 生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費用 

2 人以上世帯 

月額 20 万円以内 

単身世帯 

月額 15 万円以内 

原則3ケ月 

延長は3ヶ

月ごとの最

長１２ヶ月

以内まで 

最終貸付した月の

翌月から 6 ケ月以

内 

10 年以内 

連帯保証人

を立てる場

合 無利子 

 

連帯保証人

を立てられ

ない場合 

年 1.5％ 

原則、必要 

 
  住宅入居費 

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な

費用 
40 万円以内 一括 

貸付のした月の翌

月から６ケ月以内 

生活支援費との重

複貸付の場合に

は、生活支援費最

終貸付月の翌月か

ら 6 ケ月以内 

  

一時生活再建費 
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活

費で賄うことが困難である費用 
60 万円以内 一括 

２．福祉資金 
低所得世帯、障害者世帯又は介護等を要する高齢者がいる世帯を対象に、日常生活を送る上で、また自立生活に資するために、一時的に必
要であると見込まれる費用をお貸しする資金です。 

  福祉費 
生業を営むために必要な経費  460 万円以内 一括 貸付の月の翌月か

ら６ケ月以内  

20 年以内 
    

    

連帯保証人

を立てる 

場合 

無利子 

 

 

連帯保証人

を立てられ

ない場合 

年１.５％ 

原則、必要                                                

 

    
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維

持するために必要な経費 

 技能を習得する期間が 

・6 ヶ月程度 130 万円以内 

・1 年程度  220 万円以内 

・2 年程度  400 万円以内 

・3 年程度  580 万円以内 

 分割 

(６ケ月毎) 

最終貸付した月の

翌月から 6 ケ月以

内 

8 年以内 

    
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに

必要な経費 
250 万円以内     7 年以内 

    福祉用具等の購入に必要な経費 170 万円以内  一括 
 貸付の月の翌月

から６ケ月以内 
8 年以内 

    障害者用の自動車の購入に必要な経費 250 万円以内     8 年以内 

    
中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必

要な経費 
513.6 万円以内     10 年以内 

  

  
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期

間中の生計を維持するために必要な経費 

・療養期間が１年を超えない 

 ときは 170万円以内 

・1年を超え1年6ヶ月以内で 

 あって、世帯の自立に必要 

 なときは 230万円以内 

  

 

一括 

もしくは 

分割 

(６カ月毎) 

一括交付の場合 

貸付の月の翌月 

から６ケ月以内 

 

分割交付の場合 

最終貸付した月の

翌月から６ヶ月以

内 

5 年以内 

  

  

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必

要な経費及びその期間中の生計を維持するために

必要な経費 

・介護サービスを受ける期間 

 が１年を超えないときは 

 170 万円以内 

・1年を超え1年6ヶ月以内で 

 あって、世帯の自立に必要 

 なときは230 万円以内 

  5 年以内 

    災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150 万円以内     7 年以内 

    冠婚葬祭に必要な経費 50 万円以内  一括 
貸付の月の翌月か

ら６ケ月以内 
3 年以内 

    住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50 万円以内 
  

3 年以内 

    就職、技能習得等の支度に必要な経費 50 万円以内     3 年以内 

    その他日常生活上一時的に必要な経費 50 万円以内     3 年以内 

  緊急小口資金 

(注) 

一定の要件により緊急かつ一時的に生計の維持が

困難となった場合に貸し付ける少額の費用 
10 万円以内 一括 

貸付の月の翌月から 

２ヶ月以内 

12 ヶ月 

以内 
無 利 子 不 要 

３．教育支援資金 
低所得世帯を対象に、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校専門課程、大学の就学や入学に際し、必要な経費をお貸しする資金で
す。 

  

教育支援費 
高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校専

門課程又は大学に就学するのに必要な経費 

（高校）月額 3.5 万円以内 

（高専）月額 6.0 万円以内 

（短大）月額 6.0 万円以内 

（大学）月額 6.5 万円以内 

特別の場合は上記額の 1.5 倍以内 

分割 

(6 ヶ月毎) 卒業月の翌月から

６ヶ月以内 
20 年以内  無利子 

原則、不要 

ただし、就学す

る者が「借受

人」に生計中心

者が「連帯借受

人」になること                  就学支度費 
高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校専

門課程又は大学への入学に際し必要な経費 
50 万円以内 一括 

４．不動産担保型 

生活資金 

低所得の高齢者世帯又は福祉事務所が認めた要保護の高齢者世帯を対象に、今住んでいる住居に将来にわたり住み続けるために、その居住
用不動産を担保として生活費をお貸しする資金です。 

  
不動産担保型生

活資金 

 

低所得の高齢者世帯を対象に、自己所有の居住用

不動産を担保として、将来にわたり住み続けるた

めの生活費 

 

貸付限度額は土地の評価

額の 7 割程度 

 

月額は３０万円以内 

借受人の死亡

時又は貸付限

度額に達する

まで分割 (６

ケ月毎) 契約の終了月の翌月

から３ヶ月以内 

据置期間 

終了時まで

に一括償還 

年３％また

は長期ﾌﾟﾗｲ

ﾑﾚｰﾄのいず

れか低い利

率 

推定相続人の

中から１名 

  要保護世帯向け

不動産担保型生

活資金 

 

要保護の高齢者世帯を対象に、自己所有の居住用

不動産を担保として、将来にわたり住み続けるた

めの生活費 

 

貸付限度額は土地と建物

の評価額の 7 割程度（集合

住宅は 5 割） 

月額は福祉事務所が設定

する額 

借受人の死亡

時又は貸付限

度額に達する

まで分割 (毎

月) 

不 要 

 

(注)「総合支援資金」と「緊急小口資金」の貸付に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関の支援を受けるとともに、 

社会福祉協議会及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。 

 

 ※上記の他にも様々要件がありますので、ご相談は小千谷市社会福祉協議会へお願いします。 
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第３節 公益社団法人小千谷市シルバー人材センター 
 

 

主に請負又は委任の形式で仕事を有償で引き受け、会員（高齢者）に再請負、再委任の形式で提供す

る事業（受託事業）を行っています。また、雇用環境の変化に対応して、請負・委任では困難と思われ

る業務については、法令順守の観点からシルバー派遣事業も行っています。 

創立の背景にあるものは、高齢社会における元気な高齢者に対する福祉事業であり、高齢者に対して

サービスを一方通行的に行うのではなく、地域社会と参加する高齢者の両方の福祉を目指しています。 

 

≪理念と現況≫ 

 

（理 念） 

センターの趣旨に賛同し、結集する会員を組織の主体として、理念を「自主・自立、共働・共助」

（共に働き、励まし合い、助け合い、協力し合いながら自主自立的に活動を行う。）としています。 

 

（現 況） 

昭和５９年７月設立。平成元年度に国の補助対象シルバー人材センターとして認定を受けました。 

就業の拡大と会員の入会増を図り、関係機関や地域との連絡を密にしながら、事業活動を推進して

います。 

組織活動においては会員が主体として組織している委員会等の活動により安全就業の推進や機関

誌の発行、会員の親睦事業などを行っています。会員の居住地域で組織している地域班においてもボ

ランティア活動などが自主的に行われています。 

公共性・公益性の高い法人として平成２４年３月１９日付で新潟県知事より公益認定法による公益

社団法人の認定を受けました。国や市から援助・助成を受けており、趣旨に添った組織の発展強化に

努めています。 

 

（１）年齢別登録会員数 

（令和５年度） 

年 齢 層 男 性（人） 女 性（人） 計（人） 構成比（％） 

６０歳未満   ０    ０   ０    ０ 

６０～６４歳  ７     ４  １１   ２.９ 

６５～６９歳  ４３ ２５ ６８  １７.８ 

７０～７４歳  ９５ ６１ １５６  ４０.７ 

７５歳以上  １０５ ４３ １４８  ３８.６ 

合  計 ２５０ １３３ ３８３ １００.０ 

 

（２）事業実績の推移 

  

年 度 
会員数 

（人） 

受注件数 

（件） 

就業実人員 

（人） 

就業延人員 

（人） 
就業率（％） 
基準年度末会員数 

受託収入（円） 

令和 元 ３８９ ２,３２４ ３７４ ２３,９２３ ９６．１ １１９,１０９,１９７ 

令和 ２ ３７９ ２,０８４ ３４０ １９,２２５ ８９．７  ９９,７９２,１９０ 

令和 ３ ３７８ ２,１７５ ３５９ ２５,１６３ ９５．０ １１５,７５０,５４６ 

令和 ４ ３８２ ２,３０２ ３５６ ２６,２６４ ９０．４ １２１,８９３,９６４ 

令和 ５ ３８３ ２,０９３ ３３５ ２２,７９４ ８５．５ １１５,６１４,４４０ 

 

（３）シルバー派遣事業 

 

年 度 登録会員数（人） 受注件数（件） 就業延人員（人） 契約金額（円） 

令和５ ２１２ ８５ １２,２５６ ５８,４１４,３０５ 
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（４）受注可能な仕事例 

 

仕事は請負または委任の形式で契約を行い、会員が就業します。また、法律により交代で働く

場合もあります。ただし、会員の安全に配慮し、危険、有害な仕事は受注しません。 

請負・委任になじまない仕事については、一般労働者派遣事業または職業紹介事業により実施

いたします。 

屋 内 外 軽 作 業 

公園や庭園の樹木消毒、草取り、草刈り、雑役作業、簡単な造園工事、

花壇の手入れ、農作業、製造作業、加工作業、会場設営手伝い、清掃、

除草剤散布 など 

技 能 作 業 

ふすま・障子・網戸の張り替え、簡単な建築作業（大工、塗装等）、造

園作業（庭木の手入れ、芝刈り、冬囲い等）、パソコンでの原稿づくり 

など 

毛 筆 作 業 宛名書き、賞状書き、各種筆耕 など 

管 理 作 業 駐車場案内、施設管理、日直・宿直 など 

そ の 他 
家事援助、通院介助、高齢者宅訪問サービス、チラシ等の配布、調査

事務、除雪・雪ながし など 

 

 

（５）組織 

 

【 組 織 図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公益社団法人小千谷市シルバー人材センター」と「会員」 

 

“公益社団法人”とは、公益認定法により法律上の人格を認められ、公益目的を持っている団体として

の組織をそなえ、規約を定めて活動する人々の集まりです。会員は組織の一員であり、団体（シルバー

人材センター）の構成員です。会員一人ひとりがセンターの将来を担っています。 

委 員 会 

理 事 会 
理 事 長（代 表 理 事） 

副理事長（代 表 理 事） 

常務理事（業務執行理事） 

理  事         

地 域 班 
 

班  長 
 

・班長会議 

総会（定時総会） 
 

事 務 局 
事務局長 

（常務理事兼務） 

職  員 
 

 

 

監  事 
・財産の状況監査 

・理事の業務状況監査 

地域班会議 
広報委員会 
・事業の啓発活動等の計画立案及び宣伝・掲示物、パン

フレット等の企画・編集 

安全・就業委員会 
・安全・健康の意識啓発 

・就業場所の巡回指導 

・就業の適正化 

総務委員会 
・計画・財務等の 

重要事項の検討 

職 群 班 
 

班  長 
 

・班長会議 

職群班会議 
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第４節 日本赤十字活動 
 

 

日本赤十字社新潟県支部小千谷市地区の活動は、広汎にわたる日赤事業を踏まえ、地区にあった奉仕

団、社会福祉、災害救護、赤十字思想普及等の諸活動を実施しています。 

また、市民から拠出していただく協力金が、その活動資源となっています。 

人道博愛の精神に基くこれらの諸活動は、市民生活にうるおいを与えています。 

 

 

（１）日本赤十字社小千谷市地区会計決算の推移 

（単位：円） 

年  度 
決     算     数     値 

歳入合計額  歳出合計額  翌年度繰越額 

平成２９ ５,９９３,１４０ ５,９９３,１４０    ０ 

平成３０ ７,３４９,３１１ ７,３４９,３１１    ０ 

令和 元 ６,５３８,４４９ ６,５３８,４４９    ０ 

令和 ２ ５,８２６,３８８ ５,８２６,３８８    ０ 

令和 ３ ６,１０９,６０７ ６,１０９,６０７    ０ 

令和 ４ ６,１０６,５６９ ６,１０６,５６９    ０ 

令和 ５ ５,８５２,５４８ ５,８５２,５４８    ０ 

 

（２）活動資金納入額・加入件数状況 

年  度 活 動 資 金 納 入 額（円） 加 入 件 数（件） 

平成２９ ４,８１３,７９０ ９,３５９ 

平成３０ ４,７８７,３２１ ９,５２７ 

令和 元 ４,６８７,０６９ ９,２２９ 

令和 ２ ４,７９７,８１１ ９,４０５ 

令和 ３ ４,６８４,４２８ ９,１２０ 

令和 ４ ４,６３９,９４８ ９,０２４ 

令和 ５ ４,５２０,３５０ ８,７８５ 
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１ 位置・地勢・自然 

 

 

市役所の所在地 

 本 庁  小千谷市城内２丁目７番５号 

 片 貝 支 所 

（片貝総合センター内） 
 小千谷市片貝町４８２３番地１ 

 東 山 連 絡 所 

（東山住民センター内） 
 小千谷市大字南荷頃２６６６番地１ 

 岩 沢 連 絡 所 

（岩沢住民センター内） 
 小千谷市大字岩沢１００３番地１ 

 真 人 連 絡 所 

（真人ふれあい交流館内） 
 小千谷市真人町甲５８７番地１ 

 川 井 連 絡 所 

（川井住民センター内） 
 小千谷市大字川井新田５８６番地 

面 積 １５５.１９k㎡ 周 囲 ８６.１km 広ぼう 

東西 １７.２１km 

標 高 

最高 ５８１m 

南北 ２０.０１km 最低  ２７m 

位 置 

極 東 東経１３８度５４分（大字塩谷） 極 南 北緯３７度１２分（大字岩沢） 

極 西 東経１３８度４４分（真 人 町） 極 北 北緯３７度２３分（片 貝 町） 

 

 

  ＜位  置  図＞ 

 

 

◇交 通 

 

（高速道路利用の場合） 

 

          ◆練馬から    ２２９km 

 

          ◆富山から    ２０５km 

 

          ◆新潟から      ７０km 

 

          ◆上越から      ８３km 

 

 

        （新幹線利用の場合） 

 

          ◆東京から 約２時間 

 

 

 

 

                位 

 

 

 

 

                置 

 

 

 

 

                図 
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２ 市域のうつりかわり 

 

合併・編入年月日 合併・編入町村名 総面積(k ㎡) 人 口(人) 

昭和２９年 ３月１０日 

昭和２９年 ５月  １日 

昭和２９年１１月  １日 

 

昭和３０年 １月  １日 

昭和３０年 ３月３１日 

昭和３１年 ３月３１日 

平成  ２年 ４月  １日 

 小千谷町・城川村・千田村  市制施行 

 川井村 

 東山村（大字小栗山・南荷頃及び塩谷 

 の一部）六日市村（大字浦柄・横渡） 

 岩沢村・真人村 

 大字鴻巣を片貝町へ分離合併 

 片貝町 

 建設省国土地理院測定による修正 

 ７３.２１ 

 ８２.５３ 

 

１０４.２４ 

１４０.５６ 

１３８.１８ 

１５４.４９ 

１５５.１９ 

３３,１６６ 

３４,６８５ 

 

３８,４７０ 

４５,２７６ 

４３,５４２ 

５２,２４２ 

４３,４３７ 

 

３  地目別面積  

（令和６年１月１日現在）  

区   分  面 積（k ㎡）  区   分  面 積（k ㎡）  

田  

畑  

   宅  地  

山   林  

原   野  

２９ .８１  

１０ .３７  

７ .７３  

３５.２４  

２.９６  

池   沼  

そ の 他  

１ .４９  

３ .２１  

小   計  

非  課  税  地  

総 面 積  

９０ .８１  

６４ .３８  

１５５ .１２  総面積  １５５ .１９  

 

４  人口・世帯数の推移  

（各年１０月１日現在） 

年  次 人 口（人） 世 帯 数 
1世帯当り

人口(人) 
年  次 人 口（人） 世 帯 数 

1世帯当り

人口(人) 

平成１６年 ４１,３１４ １２,３７５ ３.３４ 平成２６年 ３７,７０３ １２,７１１ ２.９７ 

平成１７年 ＊３９,９５６ １２,３９５ ３.２２ 平成２７年 ＊３６,５１０ １２,１７０ ３.００ 

平成１８年 ４０,３５１ １２,３７４ ３.２６ 平成２８年 ３６,７９０ １２,７３０ ２.８９ 

平成１９年 ４０,０２４ １２,３４４ ３.２４ 平成２９年 ３６,２７０ １２,７３８ ２.８５ 

平成２０年 ３９,８５３ １２,４９０ ３.１９ 平成３０年 ３５,８７６ １２,７７２ ２.８１ 

平成２１年 ３９,５７１ １２,５４１ ３.１６ 令和 元年 ３５,３２４ １２,７３２ ２.７７ 

平成２２年 ＊３９,３４１ １２,６２３ ３.１２ 令和 ２年 ＊３４,１０２ １２,１０９ ２.８２ 

平成２３年 ３８,９６７ １２,７３１ ３.０６ 令和 ３年 ３４,１６６ １２,６７５ ２.７０ 

平成２４年 ３８,４８２ １２,７６３ ３.０２ 令和 ４年 ３３,８１５ １２,８８２ ２.６２ 

平成２５年 ３８,１７３ １２,７３５ ３.００ 令和 ５年 ３３,３１０ １２,９４９ ２.５７ 

  ＊印は、国勢調査の数値である。 
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５ ５歳年齢別人口                      （令和６年３月２９日現在） 

年  齢 合 計（人） 男 （人） 女 （人） 

 ０～ ４ 

 ５～ ９ 

１０～１４ 

１５～１９ 

２０～２４ 

２５～２９ 

３０～３４ 

３５～３９ 

４０～４４ 

４５～４９ 

５０～５４ 

５５～５９ 

６０～６４ 

６５～６９ 

７０～７４ 

７５～７９ 

８０～８４ 

８５～８９ 

９０ 以上 

 ８３６ 

 １,１１１ 

 １,３７５ 

 １,４６７ 

 １,３２８ 

 １,２６０ 

 １,２７０ 

 １,５９２ 

 １,９２３ 

 ２,２７３ 

 ２,２７３ 

 ２,１７１ 

 ２,０４９ 

 ２,３３９ 

 ２,８９６ 

 ２,４１５ 

 １,８８５ 

 １,４２６ 

１,０５３   

 

   ４０６ 

   ５４３ 

   ７２５ 

   ７４２ 

   ６８５ 

   ６６８ 

７０１  

８４７ 

１,００７  

 １,２００ 

 １,２０７ 

 １,１４９ 

 １,０２０ 

 １,１６８ 

 １,３８６ 

 １,１５７ 

８１１    

５３２    

   ２９１    

 

   ４３０ 

   ５６８ 

   ６５０ 

   ７２５ 

   ６４３ 

   ５９２ 

   ５６９ 

 ７４５ 

 ９１６ 

１,０７３  

  １,０６６ 

１,０２２  

 １,０２９ 

 １,１７１ 

 １,５１０ 

 １,２５８ 

 １,０７４ 

   ８９４ 

７６２    

 

合  計 ３２,９４２  １６,２４５ 

 
 １６,６９７  
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６  令和６年度一般会計予算（当初）  

（単位：千円）  

歳   入 歳   出 

款  予算額  構成比 款  予算額  構成比 

1 市税 4,811,911 23.5 1 議会費 156,914 0.8 

2 地方譲与税 168,000 0.8 2 総務費 3,029,231 14.8 

3 利子割交付金 900 0.0 3 民生費 5,519,959 27.0 

4 配当割交付金 17,900 0.0 4 衛生費 1,693,036 8.3 

5 株式等譲渡所得割交付金       23,300 0.1 5 労働費 58,197 0.3 

6 法人事業税交付金 85,600 0.4 6 農林水産業費 1,031,490 5.0 

7 地方消費税交付金 843,000 4.1 7 商工費 542,533 2.7 

8 ゴルフ場利用税交付金 6,800 0.0 8 土木費 2,547,933 12.4 

9 環境性能割交付金 19,200 0.0 9 消防費 1,929,493 9.4 

10 地方特例交付金 160,600 0.8 10 教育費 1,913,154 9.3 

11 地方交付税 4,965,000 24.2 11 災害復旧費 79,240 0.4 

12 交通安全対策特別交付金 4,000 0.0 12 公債費 1,947,859 9.5 

13 分担金及び負担金 176,822 0.9 13 諸支出金 10,961 0.1 

14 使用料及び手数料 294,824 1.4 14 予備費 10,000 0.0 

15 国庫支出金 2,134,795 10.4     

16 県支出金 1,261,762 6.2     

17 財産収入 38,054 0.2     

18 寄附金 711,436 3.8     

19 繰入金 2,027,704 9.9     

20 繰越金 300,000 1.5     

21 諸収入 378,292 1.8     

22 市債 2,040,100 10.0     

歳入合計 20,470,000 100.0 歳出合計 20,470,000 100.0 
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７  民生費予算の推移（当初）  

（単位：千円）  

     年度  

区分  
R2 R3 R4 R5 R6 

予算総額（一般会計） 17,920,000 16,950,000 18,920,000 22,230,000 20,470,000 

民生費予算額 4,952,837 4,946,799 4,943,897 5,570,556 5,519,959 

内 

 

 

 

 

 

訳 

社会福祉総務費 381,106 403,246 360,738 446,230 609,022 

障害者福祉費 816,810 861,940 927,050 1,008,222 1,033,571 

老人福祉費 1,327,449 1,318,578 1,319,336 1,367,992 1,433,279 

国民年金費 8,532 8,154 7,106 6,742 7,012 

児童福祉総務費 98,146 61,869 61,841 44,725 23,027 

児童措置費 1,393,525 1,398,954 1,400,928 1,840,553 1,490,603 

母子福祉費 125,745 119,719 113,491 115,710 127,677 

児童福祉施設費 972 973 1,026 978 947 

児童手当費 523,221 496,712 478,768 459,340 519,955 

健康・こどもプラザ費 23,241 16,703 18,402 22,418 22,731 

生活保護総務費 29,878 35,732 31,944 36,659 32,552 

扶助費 224,212 224,219 223,267 220,987 219,583 

予算総額に占める割合 27.6 29.2 26.1 25.1 27.0 
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８  社会福祉事務所等各課の事務分掌  

（令和６年４月１日現在） 

課 名 係 名 等 事 務 分 掌 

福祉課 

障がい福祉係 

1 障害児・者福祉に関すること。 

2 障害者介護給付費等支給審査会に関すること。 

3 障がい者虐待防止センターに関すること。 

4 基幹相談支援センターに関すること。 

5 社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査及び業務停止命令等に関すること。 

6 日本赤十字社に関すること。 

7 総合福祉センターに関すること。 

8 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。 

9 障がい者支援センターさつき工房に関すること。 

10 課内の庶務に関すること。 

生活福祉係 

1 生活保護に関すること。 

2 民生委員児童委員に関すること。 

3 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 

4 生活困窮者自立支援に関すること。 

5 保護司会に関すること。 

高齢福祉係 

1 老人福祉に関すること。 

2 養護老人ホームに関すること。 

3 地域包括支援センターに関すること。 

4 地域福祉センターに関すること。 

5 克雪管理センターに関すること。 

6  老人憩いの家に関すること。 

7 地域支援事業に関すること。 

8 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

介護保険係 

1 介護保険事業計画に関すること。 

2 要介護認定に関すること。 

3 介護保険施設及び介護保険事業者との連絡調整に関すること。 

4 介護保険の給付管理及び受給者の管理に関すること。 

5 介護保険特別会計の経理に関すること。 

 

 

 

 

 

 

健康・子育

て応援課 

 

 

 

 

 

 

子育て応援係 

1 児童福祉に関すること。 

2 病児病後児保育に関すること。 

3 地域子育て支援拠点に関すること。 

4 母子保健に関すること。 

5 子育て世代包括支援センターに関すること。 

6 子ども医療費に関すること。 

7 養育医療費に関すること。 

8 妊産婦医療費に関すること。 

9 児童手当に関すること。 

10 ひとり親に関すること。 

11 児童扶養手当に関すること。 

12 家庭児童相談室に関すること。 

13 保健師の地区担当業務に関すること。 

14 課内の庶務に関すること。 
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健康・子育

て応援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進係 

1 健康づくり事業に関すること。 

2 保健衛生の普及に関すること。 

3 感染症対策に関すること。 

4 予防接種に関すること。 

5 医療対策に関すること。 

6 健康診査に関すること。 

7 人間ドックに関すること。 

8 がん検診に関すること。 

9 健康教育に関すること。 

10 健康相談に関すること。 

11 訪問指導に関すること。 

12 精神保健に関すること。 

13 歯科保健に関すること。 

14 栄養指導及び食育に関すること。 

15 保健推進員に関すること。 

16 血液対策に関すること。 

17 保健師の地区担当業務に関すること。 

18 国民健康保険、後期高齢者医療保険の保健事業との連携に関すること。 

 

 

教育・保育

課 

 

 

保育係 

1 保育園に関すること。 

2 認定こども園及び幼稚園に関すること。 

3 児童遊園に関すること。 

4 放課後児童健全育成に関すること。 

5 放課後子ども教室に関すること。 
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